
目
　
　
　
次 

規

則

○
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
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す
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テ
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滑
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療
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指
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祉
課
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活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
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促
進
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び
永
住
帰

国
後
の
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立
の
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す
る
法
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定
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療
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指
定
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残
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邦
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滑
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療
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指
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滑
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介
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定

（
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課
）

一
〇

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
の
届

出

（

〃

）

一
三

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
再
開
の
届

出

（

〃

）

一
五

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届

出

（

〃

）

一
五

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供

事
業
者
の
指
定

（
介
護
保
険
課
）

一
六

○
中
福
東
土
地
改
良
区
営
土
地
改
良
事

業
中
福
地
区
（
基
盤
整
備
促
進
事

業
）
の
工
事
完
了
（
川
越
農
林
）

一
八

○
羽
尾
表
前
土
地
改
良
区
の
役
員
就
任

届

（
東
松
山
農
林
）

一
八

○
江
ヶ
崎
・
実
ヶ
谷
土
地
改
良
区
の
役

員
就
任
届

（
春
日
部
農
林
）

一
八

○
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
告
示

（
河
川
砂
防
課
）

一
八

○

〃

（

〃

）

一
八

○
埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発

許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
に
基

づ
く
区
域
の
変
更
（
開
発
指
導
課
）

一
九

○

〃

（

〃

）

一
九

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

一
九

○

〃

（

〃

）

一
九

○
県
立
誠
和
福
祉
高
等
学
校
外
５
校
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
教
室
用
機
器
等
賃
貸
借

に
関
す
る
一
般
競
争
入
札
公
告

（
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校
改
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進
室
長
）
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〇

○
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に
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の
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定
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（
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課
）
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○
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引
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の
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の
変
更

（
飯
能
県
土
）
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二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
東
松
山
県
土
）

二
二

○

〃

（

〃

）

二
二

○

〃

（
行
田
県
土
）

二
二

○

〃

（

〃

）

二
三

○
県
道
上
尾
久
喜
線
の
供
用
の
開
始

（
杉
戸
県
土
）

二
三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
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公

告

（

〃

）
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（

〃

）
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動

（

〃

）

二
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○
政
治
資
金
規
正
法
に
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づ
く
政
治
団

体
の
解
散
届
出
及
び
収
支
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告
書
の

要
旨

（

〃

）

二
五
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○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
資
金
管

理
団
体
の
指
定

（
選

管

委
）

三
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
資
金
管

理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動

（

〃

）

三
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
資
金
管

理
団
体
の
指
定
の
取
消
し

（
選

管

委
）

三
二

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団

体
の
収
支
報
告
書
（

〃

）

三
二

○
監
査
結
果
の
公
表
（
監
査
第
一
課
）

六
八

○
措
置
通
知
の
公
表
（

〃

）

九
五

○
監
査
結
果
の
公
表
（
監
査
第
二
課
）

九
八

○
措
置
通
知
の
公
表
（

〃

）
一
〇
〇

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
特
殊
勤
務
手
当
実
績
簿
に
記
入
す
る
所
要
事
項
を
総
務
事

務
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事
、
給
与
、
服
務
、
福
利
厚
生
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
処
理
を
行

う
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。）に
記
録
し
た
と
き
は
、
所
属
長
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

作
成
、
記
入
及
び
保
管
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
八
〇

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
七
二
四
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第

一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
特
殊
勤
務
実
績
簿
に
記
入
す
る
所
要
事
項
を
総
務
事
務
シ
ス

テ
ム
（
職
員
の
人
事
、
給
与
、
服
務
、
福
利
厚
生
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
処
理
を
行
う
た
め

の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。）
に
記
録
し
た
と
き
は
、
任
命
権
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
作

成
、
記
入
及
び
保
管
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
八
一

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
七
〇
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
実
績
簿
に
記
入
す
る
所
要
事
項
を
総
務
事
務

シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事
、
給
与
、
服
務
、
福
利
厚
生
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
処
理
を
行
う

た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。）
に
記
録
し
た
と
き
は
、
任
命
権
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
作
成
及
び
保
管
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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埼
玉
県
訓
令
第
二
十
五
号

本

庁

地

域

機

関

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
身
上
記
録
の
報
告
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
家
族
の
状
況
等
に

関
し
、別
に
総
務
部
長
が
定
め
る
電
子
計
算
に
よ
る
人
事
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
事
務
処
理
要
綱（
以

下
「
事
務
処
理
要
綱
」
と
い
う
。）
に
規
定
す
る
書
類
を
作
成
し
、
所
属
長
を
経
て
人
事
課
長
に

提
出
し
」
を
「
、
家
族
の
状
況
等
を
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事
、
給
与
、
服
務
、
福

利
厚
生
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
処
理
を
行
う
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
よ
り
人
事
課
長
に
報
告
し
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
身
上
記
録
の
変
更
の
報
告
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
家
族
の
状

況
等
」
を
「
、
家
族
の
状
況
等
」
に
、
「
事
務
処
理
要
綱
に
規
定
す
る
書
類
を
作
成
し
、
所
属
長

を
経
て
人
事
課
長
に
提
出
し
」を「
そ
の
旨
を
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
人
事
課
長
に
報
告
し
」

に
改
め
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

削
除

第
十
条
第
一
項
中
「
勤
務
整
理
簿
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
を
利

用
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
休
暇
簿
（
様
式
第
七
号
）
を
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
」
に
、

「
及
び
埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
」
を
「
又
は
埼
玉
県
地
域
機
関

事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
」
に
、
「
提
出
し
」
を
「
届
け
出
、
又
は
申
請
し
」
に
改

め
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
休
暇
簿
（
様
式
第
七
号
）
を
決
裁
権
者
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
第
六
項
中
「
休
暇
簿
の
提
出
」
を
「
第
一
項
の
手
続
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七

項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
休
暇
簿
に
添
付
し
て
」
を
「
決

裁
権
者
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
又

は
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
、」
を
「
、
あ

ら
か
じ
め
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
勤
公
署
の
存
す
る
庁
舎
に
お
い
て
全
血
献
血
を
す
る
た
め

特
別
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
口
頭
に
よ
り
決
裁
権
者
に
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
十
二
条
第
一
号
中
「
職
務
専
念
義
務
免
除
願
簿
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
決
裁
権

者
に
申
請
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
職
務
専
念
義
務
免
除
願
簿
」
に
改

め
、
「
提
出
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
が
で
き
る
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
命
令
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り

難
い
場
合
は
、
休
日
・
時
間
外
勤
務
命
令
簿（
様
式
第
十
七
号
）に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
か
ら
様
式
第
３
号
ま
で
削
除

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
６
号
削
除

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま

で
及
び
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
、
改
正
後

の
第
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」と
あ
る
の
は
、「
総

務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事
、
給
与
、
服
務
、
福
利
厚
生
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
処
理

を
行
う
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」と
す
る
。

－３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

埼
玉
県
教
育
局

県
立
教
育
機
関

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「（
身
上
記
録
の
報
告
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
家
族
の
状
況

等
に
関
し
、
身
上
記
録
書
（
様
式
第
一
号
）
を
作
成
し
、
所
属
長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
」
を
「
、
家
族
の
状
況
等
を
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事
、
給
与
、
服
務
、
福
利

厚
生
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
処
理
を
行
う
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
よ

り
教
育
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
家
族
」
を
「
、
家
族
」
に
、「
身

上
記
録
変
更
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
を
作
成
し
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
所

属
長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
そ
の
旨
を
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
教
育
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条

削
除

第
九
条
中
「
勤
務
整
理
簿
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
」

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
休
暇
簿
（
様
式
第
七
号
）
を
、」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
」
に
、

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
届
出
を
し
、
又
は
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
休
暇
簿
（
様
式
第
七
号
）
を
所
属
長
を
経
て
教
育
長

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
第
六
項
中
「
休
暇
簿
の
提
出
」
を
「
第
一
項
の
手
続
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項

と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
休
暇
簿
に
添
付
し
て
」
を
「
所
属

長
を
経
て
教
育
長
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第

一
項
又
は
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
勤
務
時
間
規
則
」
の

下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
勤
公
署
の
存
す
る
庁
舎
に
お
い
て
全
血
献
血
を
す
る
た
め

特
別
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
口
頭
に
よ
り
所
属
長
を
経
て
教
育
長
に
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
中
「
書
類
を
、
所
属
長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
続
に
よ
ら
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
職
務
専
念
義
務
免
除
願
簿
（
様
式
第
十
四
号
）」を
「
総
務

事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
所
属
長
を
経
て
教
育
長
に
申
請
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い

場
合
は
、
職
務
専
念
義
務
免
除
願
簿
（
様
式
第
十
四
号
）
を
所
属
長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
様
式
第
十
五
号
）」の
下
に
「
を
所
属
長
を
経
て

教
育
長
に
提
出
す
る
こ
と
。」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
書
類
」
の
下
に
「
を
所
属
長
を
経
て

教
育
長
に
提
出
す
る
こ
と
。」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
休
日
・
時
間
外
勤
務
命
令
簿
（
様
式
第
二
十
四
号
）
に
よ
つ
て
」
を

「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
休
日
・
時
間
外
勤
務
命
令
簿
（
様
式
第
二
十
四
号
）

に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
削
除

様
式
第
一
号
の
二
を
削
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
３
号
削
除

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
６
号
削
除

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
、
第
六
条
及
び

様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
、
様
式
第
一
号
の
二
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
三
号
の
改
正

規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
第
九

条
の
規
定
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事
、

給
与
、
服
務
、
福
利
厚
生
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
処
理
を
行
う
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）」と
す
る
。

－４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約

の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司
１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

業
務
シ
ス
テ
ム
機
器
更
新
に
係
る
環
境
構

築
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
２０
年
５
月
７
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
日
立
製
作
所
東
京
都
千
代
田

区
丸
の
内
１
丁
目
６
番
６
号

５
契
約
金
額

４６
，７２５
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務

の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
１０
条

第
１
項
第
１
号
に
該
当

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

業
務
シ
ス
テ
ム
の
サ
ー
バ
機
器
等
の
賃
貸

借
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２０
年
５
月
２
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社
東
京
都
港

区
西
新
橋
２
丁
目
１５
番
１２
号

５
落
札
金
額

１
，１２９
，２７５
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２０
年
３
月
２１
日

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
健
康
普
及
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

川
野

久
美
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
山
崎
一
丁
目
一

〇
番
二
〇
号

鈴
や
ビ
ル
三
〇
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
真
の
意
味
で
健
康
で
充
実

し
た
人
生
を
送
り
た
い
と
願
う
方
々
に
対

し
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
セ
ミ
ナ
ー
等
の
情

報
提
供
事
業
を
主
な
活
動
と
し
、
心
、
体
、

食
か
ら
人
々
の
真
の
健
康
を
は
か
り
、
生
き

が
い
を
見
つ
け
る
機
会
を
提
供
し
、
地
域
社

会
の
方
々
の
充
実
し
た
人
生
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
九
年
度
の
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－５－
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埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
医
療
機
関
又
は
施
術
を
担
当
す
る
施
術
者
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

平
成２０
年
３
月

末
現
在

未
処
理

件
数８８１０

８８１８０８００００００００００００

平
成
１９
年
度
処
理
件
数計

９
，１４７１７

９
，１６４

５５４０

５５４

４
，５８１０

４
，５８１３１０３１

１０４０

１０４０００

取
下
げ

５７０５７１９０１９２０２０００００００００

不
開
示３０２０

３０２５００５０

５１９０

５１９７０７６０６０００

部
分
開
示

７
，９０６０

７
，９０６

３４２０

３４２

２
，７１００

２
，７１０２１０２１００００００

開
示８８２１７

８９９

１４３０

１４３

１
，３５００

１
，３５０３０３９８０９８０００

受
付

件
数計

１０，０２８１７

１０，０４５

５６２０

５６２

４
，５８１０

４
，５８１３１０３１

１０４０

１０４０００

前
年
度
か
ら
の
繰
越
件
数２０５０

２０５１６０１６２０２０００９１０９１０００

平
成
１
９
年
度
受
付
件
数

９
，８２３１７

９
，８４０

５４６０

５４６

４
，５７９０

４
，５７９３１０３１１３０１３０００

受
付
区
分

請
求

申
出計請
求

申
出計請
求

申
出計請
求

申
出計請
求

申
出計請
求

申
出計

実
施
機
関

知
事

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

監
査
委
員

労
働
委
員
会

００００００００００００１０１３４０３４

９２４０

９２４

００００００２６０２６８２０８２２０２

１
，４６００

１
，４６０

１５，９８７１７

１６，００４

００００００１０１０００２０２１０１８２０８２

００００００１０１００００００７１０７１

９５６０

９５６

００００００１７０１７７８０７８０００

１
，１０７０

１
，１０７

１２，１８１０

１２，１８１

００００００７０７４０４０００

２８１０

２８１

２
，７６８１７

２
，７８５

００００００２６０２６８２０８２３０３

１
，４９４０

１
，４９４

１６，９１１１７

１６，９２８

０００００００００００００００４７０４７

３６１０

３６１

００００００２６０２６８２０８２３０３

１
，４４７０

１
，４４７

１６，５５０１７

１６，５６７

請
求

申
出計請
求

申
出計請
求

申
出計請
求

申
出計請
求

申
出計請
求

申
出計請
求

申
出計

収
用
委
員
会

内
水
面
漁
場

管
理
委
員
会

公
営
企
業
管
理
者

病
院
事
業
管
理
者

公
安
委
員
会

警
察
本
部
長

合
計

請
求
及
び
申
出
の
受
付
件
数
及
び
処
理
件
数

注
１
「
請
求
」と
は
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
も
の
か
ら
の
請
求
を
い
い
、

「
申
出
」
と
は
同
条
例
第
２１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
も
の
か
ら
の
申
出
を
い
う
。

注
２
件
数
は
、
公
文
書
の
件
数
で
あ
る
。

－６－
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一

指
定
医
療
機
関

名

称

開

設

者

名

所

在

地

指

定

年

月

日

志

村

医

院

志

村

葉

子

熊
谷
市
本
石
一
―
二
一
八

平
成
二
十
年

五
月

十
六
日

医
療
法
人
き
ず
な
会
た
ば
た
キ
ッ
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

き

ず

な

会

熊
谷
市
太
井
一
六
四
〇
―
四

平
成
二
十
年

六
月

四
日

森

田

皮

膚

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

森

田

貴

史

熊
谷
市
太
井
一
六
四
〇
―
二

平
成
二
十
年

六
月

一
日

佐
藤
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

泰

仁

会

川
口
市
並
木
一
―
一
〇
―
一
二

平
成
二
十
年

五
月

九
日

あ

だ

ち

内

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

足

立

洋

祐

所
沢
市
緑
町
三
―
一
六
―
四

平
成
二
十
年

六
月

一
日

ひ
ま
わ
り
ク
リ
ニ
ッ
ク
所
沢

医

療

法

人

ひ

ま

わ

り

会

所
沢
市
日
吉
町
一
〇
―
一
九

平
成
二
十
年

四
月

一
日

お

が

・

お

お

ぐ

し

眼

科

雄

鹿

大

地

上
尾
市
緑
丘
一
―
六
―
一

平
成
二
十
年

六
月

一
日

上

平

内

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

上

平

晶

一

上
尾
市
春
日
二
―
二
四
―
一

平
成
二
十
年

六
月

一
日

萬

屋

ク

リ

ニ

ッ

ク

萬

屋

穣

越
谷
市
蒲
生
寿
町
一
五
―
二
一

平
成
二
十
年

五
月

十
二
日

ハ

ラ

ク

リ

ニ

ッ

ク

原

直

越
谷
市
大
間
野
町
四
―
一
七
六
―
一

平
成
二
十
年

六
月

一
日

蕨

大

奉

ク

リ

ニ

ッ

ク

佐

野

俊

正

蕨
市
北
町
二
―
一
七
―
一
七

平
成
二
十
年

六
月

一
日

ふ

く

も

と

眼

科

福

本

太

郎

入
間
市
野
田
九
三
六

平
成
二
十
年

六
月

一
日

扶
顛
堂
た
か
ぎ
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

扶

顛

堂

久
喜
市
下
清
久
二
七
〇
―
一

平
成
二
十
年

四
月

一
日

よ

し

ば

診

療

所

黒

巣

恵

美

久
喜
市
吉
羽
一
―
二
八
―
二
三

平
成
二
十
年

六
月

一
日

北
里
大
学
北
里
研
究
所
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

学

校

法

人

北

里

研

究

所

北
本
市
荒
井
六
―
一
〇
〇

平
成
二
十
年

四
月

一
日

坂

戸

中

央

ク

リ

ニ

ッ

ク

医

療

法

人

刀

仁

会

坂
戸
市
千
代
田
四
―
一
三
―
三

平
成
二
十
年

四
月

一
日

医
療
法
人
成
幸
会
ふ
じ
み
野
眼
科

医

療

法

人

成

幸

会

ふ
じ
み
野
市
亀
久
保
一
―
一
―
一
六
ウ
エ
ス
ト
ビ
ル
一
〇
七
号

平
成
二
十
年

五
月
二
十
八
日

土

尾

内

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

土

尾

泰

弘

児
玉
郡
上
里
町
金
久
保
三
八

平
成
二
十
年

五
月

八
日

か
わ
し
ま
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

川

島

秀

貴

川
口
市
並
木
三
―
一
三
―
一
三

二
階

平
成
二
十
年

五
月

一
日

川
口
リ
バ
ー
サ
イ
ド
歯
科
医
院

齋

藤

正

俊

川
口
市
南
町
一
―
一
―
九
ト
ゥ
ー
ス
ヴ
ィ
ラ
一
Ｆ

平
成
二
十
年

五
月

一
日

小

林

歯

科

医

院

小

林

菜

穂

川
口
市
柳
崎
一
―
二
九
―
二
四

平
成
二
十
年

四
月

十
三
日

マ
ツ
モ
ト
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

松

本

重

信

川
口
市
栄
町
三
―
一
〇
―
八
青
木
ビ
ル
二
Ｆ

平
成
二
十
年

四
月

一
日

医
療
法
人
清
歯
会
第
２
ウ
メ
ヅ
歯
科
医
院

医

療

法

人

清

歯

会

川
口
市
並
木
四
―
三
―
一

平
成
二
十
年

四
月

一
日

医
療
法
人
社
団
榮
内
会
ス
マ
イ
ル
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

社

団

榮

内

会

所
沢
市
松
葉
町
二
三
―
一
九

平
成
二
十
年

五
月

十
六
日

島

田

歯

科

医

院

島

田

和

明

東
松
山
市
本
町
二
―
三
―
一
三

平
成
二
十
年

五
月

十
四
日

柳

澤

歯

科

医

院

柳

澤

秀

通

春
日
部
市
中
央
二
―
一
七
―
一
〇
―
二
Ｆ

平
成
二
十
年

五
月

十
九
日

い

わ

な

が

歯

科

医

院

岩

永

誠

一

春
日
部
市
緑
町
一
―
一
四
―
一
〇

平
成
二
十
年

五
月

九
日

－７－
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二

指
定
施
術
者

西

町

歯

科

富

岡

裕

勝

草
加
市
西
町
一
一
六
六
―
一
ニ
ュ
ー
マ
リ
ッ
チ
吉
沢
Ｃ
棟
一
〇
二

平
成
二
十
年

六
月

一
日

田

中

歯

科

診

療

所

石

塚

ひ

ろ

み

草
加
市
松
原
四
―
四
―
六

平
成
二
十
年

五
月

十
五
日

マ
リ
ン
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

川

瀬

元

春

越
谷
市
蒲
生
三
―
一
七
―
一
二

平
成
二
十
年

五
月
二
十
二
日

あ
さ
が
お
歯
科
戸
田
歯
科
室

医

療

法

人

社

団

同

人

会

戸
田
市
本
町
一
―
三
―
三
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
戸
田
公
園
二
〇
一

平
成
二
十
年

五
月

一
日

と

し

歯

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

渡

部

敏

尚

鳩
ヶ
谷
市
南
四
―
一
―
八

平
成
二
十
年

五
月

十
三
日

シ
オ
ノ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

塩

野

篤

史

朝
霞
市
膝
折
町
二
―
三
―
五
一

平
成
十
九
年

七
月
二
十
五
日

た

い

よ

う

歯

科

医

院

医

療

法

人

史

進

会

朝
霞
市
西
原
二
―
四
―
二
一
―
一
〇
二

平
成
二
十
年

五
月

一
日

も

と

き

歯

科

医

院

元

木

経

晶

北
本
市
下
石
戸
下
一
二
四
八
―
三

平
成
二
十
年

六
月

一
日

昆

歯

科

医

院

昆

裕

司

幸
手
市
円
藤
内
一
三
五
―
一

平
成
二
十
年

五
月

八
日

あ
け
の
ほ
し
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

南

彦

人

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
六
―
四
―
五
ア
ド
ニ
ス
プ
ラ
ザ
上
福
岡
二
階

平
成
二
十
年

五
月
二
十
六
日

寺

田

薬

局

太

井

店

有
限
会
社
ア
ル
フ
ァ
メ
デ
ィ
ッ
ク

熊
谷
市
太
井
一
六
八
四
―
一

平
成
二
十
年

四
月

一
日

あ

け

ぼ

の

薬

局

西

川

口

店

有

限

会

社

あ

け

ぼ

の

川
口
市
並
木
三
―
五
―
二
〇

平
成
二
十
年

四
月

一
日

あ

す

か

薬

局

小

手

指

店

大

洋

薬

品

株

式

会

社

所
沢
市
小
手
指
町
一
―
一
八
―
四
パ
ー
ク
サ
イ
ド
小
手
指
Ｂ
館
一
階

平
成
二
十
年

五
月
二
十
六
日

ゆ

か

り

薬

局

有

限

会

社

ア

ド

ニ

ス

東
松
山
市
大
谷
四
〇
九
二
―
五

平
成
二
十
年

六
月

六
日

有
限
会
社
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
い
ま
い
薬
局

有
限
会
社
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
い
ま
い

春
日
部
市
上
蛭
田
一
四
七
―
一

平
成
二
十
年

五
月

一
日

南

羽

生

薬

局

有
限
会
社
メ
デ
ィ
カ
ル
リ
ン
ク

羽
生
市
南
羽
生
三
―
七
―
一
二

平
成
二
十
年

六
月

一
日

げ

ん

き

童

薬

局

有
限
会
社
ケ
イ
・
ア
イ
・
テ
ィ
ー

深
谷
市
上
野
台
二
四
五
六
―
八

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
薬
局
柏
座
店

株

式

会

社

セ

キ

薬

局

上
尾
市
柏
座
四
―
六
―
一
四

平
成
二
十
年

六
月

二
日

す

ず

ら

ん

薬

局

蒲

生

東

店

有

限

会

社

ウ

ィ

ズ

越
谷
市
蒲
生
東
町
七
―
四
〇

平
成
二
十
年

六
月

二
日

エ

ー

ス

薬

局

木

和

田

千

恵

桶
川
市
若
宮
一
―
七
―
一
八

平
成
二
十
年

五
月

一
日

コ
ス
モ
フ
ァ
ー
マ
薬
局
吉
羽
店

株
式
会
社
コ
ス
モ
フ
ァ
ー
マ
東
京

久
喜
市
吉
羽
一
―
二
八
―
八

平
成
二
十
年

六
月

一
日

創

健

薬

局

東

み

ず

ほ

台

店

武

長

成

行

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
三
―
二
四
―
二
二

平
成
二
十
年

五
月

一
日

氏

名

住

所

施

術

所

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

榎

原

隆

浩

オ
レ
ン
ジ
整
骨
院

川
口
市
川
口
四
―
五
―
三

平
成
二
十
年

五
月
二
十
八
日

柴

田

峰

行

松
葉
町
整
骨
院

東
松
山
市
松
葉
町
四
―
五
―
三
七

平
成
二
十
年

四
月
二
十
四
日

立

田

雅

士

ケ
ア
メ
デ
ィ
カ
ル
整
骨
院

春
日
部
市
中
央
一
―
七
―
二
〇
第
五
熊
谷
ビ
ル
一
―
三

平
成
二
十
年

五
月

七
日

露
久
保

範
昭

さ
く
ら
接
骨
院

上
尾
市
中
分
一
―
一
七
―
一
九

平
成
二
十
年

四
月

五
日

－８－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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名

称

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

宮
崎
歯
科
医
院

所

在

地

所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
一
―

八
七
六
―
三

一
Ｆ

所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
一
―

七
―
一
〇
斉
藤
ビ
ル
一
Ｆ

埼
玉
東
部
循
環
器
病
院

附
属
草
加
ク
リ
ニ
ッ
ク

名

称

医
療
法
人
道
心
会
草
加
心

臓
循
環
器
ク
リ
ニ
ク

埼
玉
東
部
循
環
器
病
院
附

属
草
加
ク
リ
ニ
ッ
ッ
ク

薬

師

堂

薬

局

名

称

ド
レ
ミ
薬
局
薬
師
堂
店

薬
師
堂
薬
局

ド
ラ
ッ
グ
イ
チ
ワ
タ

お
ぶ
す
ま
薬
局

名

称

ベ
ス
ト
お
ぶ
す
ま
薬
局

ド
ラ
ッ
グ
イ
チ
ワ
タ
お
ぶ

す
ま
薬
局

は

た

な

か

ク

リ

ニ

ッ

ク

名

称

は
な
い
ク
リ
ニ
ッ
ク

は
た
な
か
ク
リ
ニ
ッ
ク

氏

名

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

小
野
澤

昭
雄

施
術
所
在
地

飯
能
市
仲
町
一
二
―
一
三
シ
ュ

タ
ー
ン
ハ
イ
ム
第
一
一
〇
七
号

入
間
市
豊
岡
二
―
一
―
三
ラ
イ
オ

ン
ズ
グ
ロ
ー
ベ
ル
一
二
〇
四
号

施
術
所
名
称

芳
愛
接
骨
院

サ
ン
タ
の
森
接
骨
院

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
及
び
指
定
施
術
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
医
療
機
関

二

指
定
施
術
者

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
及
び
指
定
施
術
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

小
野
澤

啓
子

サ
ン
タ
の
森
接
骨
院

飯
能
市
飯
能
三
九
八
―
一

平
成
二
十
年

五
月

三
十
日

新

谷

一

晃

ら
く
あ
整
骨
院
赤
塚
院

東
京
都
板
橋
区
赤
塚
新
町
一
―
二
二
―
七
共
栄
ビ
ル
一
Ｆ

平
成
二
十
年

五
月
二
十
二
日

川

崎

憲

彦

農
大
通
り
中
央
整
骨
院

東
京
都
世
田
谷
区
経
堂
一
―
六
―
八
―
一
Ｆ

平
成
二
十
年

六
月

二
日

安
高

由
紀
子

株
式
会
社
ふ
れ
あ
い
在
宅

マ
ッ
サ
ー
ジ
埼
玉
事
業
所

さ
い
た
ま
市
緑
区
中
尾
九
六
三
―
三
中
尾
ビ
ル
二
〇
一

平
成
二
十
年

四
月
二
十
一
日

－９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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一

指
定
医
療
機
関

二

指
定
施
術
者

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援

給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

開

設

者

名

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

三
ヶ
島
第
１
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

所
沢
市
三
ケ
島
五
―
五
五
一

社
会
福
祉
法
人
み
な
わ
会

介
護
予
防
支
援

平
成
二
十
年

四
月

一
日

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

た
い
よ
う
歯
科
医
院

朝
霞
市
西
原
二
―
四
―
二
一
ス
テ
ラ

ヴ
ィ
ー
ア
一
〇
二

平
成
二
十
年

四
月

三
十
日

袋

山

薬

局

越
谷
市
袋
山
一
五
〇
三
―
三
四

平
成
二
十
年

四
月

三
十
日

あ

す

か

薬

局

小

手

指

店

所
沢
市
小
手
指
町
一
―
一
八
―
一
一

パ
ー
ク
サ
イ
ド
小
手
指
一
〇
二

平
成
二
十
年

四
月

三
十
日

ウ

エ

ル

シ

ア

川
口
東
領
家
薬
局

川
口
市
東
領
家
一
―
二
一
―
一
三

平
成
二
十
年

四
月

二
十
日

蒲

生

診

療

所

越
谷
市
蒲
生
寿
町
一
七
―
一
九

平
成
二
十
年

五
月

六
日

マ
リ
ン
デ
ン
タ
ル

ク

リ

ニ

ッ

ク

越
谷
市
蒲
生
三
―
一
七
―
一
二

平
成
二
十
年

五
月

十
四
日

医
療
法
人
社
団
心
司
会

ク
リ
ニ
ッ
ク
佐
藤

春
日
部
市
中
央
一
―
四
八
―
一
〇

平
成
二
十
年

四
月

三
十
日

ク

リ

ニ

ッ

ク

ひ

ま

わ

り

川
口
市
西
青
木
五
―
二
―
四
三
ク
サ

カ
ビ
ル
一
階

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

皮
膚
科
産
婦
人
科

志

村

医

院

熊
谷
市
本
石
一
―
二
一
八

平
成
二
十
年

五
月

十
六
日

田
中
歯
科
医
院

草
加
市
松
原
四
―
四
―
六

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

小
林
歯
科
医
院

川
口
市
柳
崎
一
―
二
九
―
二
四

平
成
二
十
年

四
月

十
二
日

氏

名

住

所

施

術

所

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

西
中

孝
行

ひ
か
り
鍼
灸
整

骨
院

川
越
市
砂
九
一
五
―

六

平
成
二
十
年
二

月
一
日

塩
野
歯
科
医
院

朝
霞
市
膝
折
町
一
―
一
三
―
九

平
成
十
九
年

七
月

十
九
日

医
療
法
人
刀
仁
会

坂
戸
中
央

病
院
附
属

千
代
田
診
療
所

坂
戸
市
千
代
田
四
―
一
四
―
一
五

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

島
田
歯
科
医
院

東
松
山
市
本
町
二
―
三
―
一
三

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

扶
顛
堂
た
か
ぎ

ク

リ

ニ

ッ

ク

久
喜
市
下
清
久
二
七
〇
―
一

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

昆

歯

科

医

院

幸
手
市
千
塚
野
中
一
七
六

平
成
二
十
年

五
月

八
日

北
里
研
究
所
メ
デ
ィ

カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

北
本
市
荒
井
六
―
一
〇
〇

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

有

限

会

社

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
い
ま
い

春
日
部
市
上
蛭
田
一
四
八
―
九

平
成
二
十
年

四
月

三
十
日

医
療
法
人
健
秀
會

石
井
歯
科
医
院

川
口
市
並
木
三
―
一
三
―
一
三

平
成
二
十
年

四
月

三
十
日

エ

ー

ス

薬

局

若

宮

店

桶
川
市
若
宮
一
―
七
―
一
八

平
成
二
十
年

四
月

三
十
日
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小
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

比
企
郡
小
川
町
腰
越
六
一
八

社
会
福
祉
法
人
小
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

介
護
予
防
支
援

平
成
二
十
年

四
月

一
日

美
里
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

児
玉
郡
美
里
町
木
部
五
三
八
―
五

美

里

町

介
護
予
防
支
援

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

医
療
法
人
社
団
医
凰
会
石
山
記
念
病
院

狭
山
市
水
野
一
二
四
五
―
二

医

療

法

人

社

団

医

凰

会

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

三
月

一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

土

尾

内

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

児
玉
郡
上
里
町
金
久
保
三
八

土

尾

泰

弘

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

五
月

八
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

医
療
法
人
社
団
松
野
会
松
野
記
念
ク
リ
ニ
ッ
ク

坂

戸

市

上

吉

田

六

三

九

医

療

法

人

社

団

松

野

会

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

平
成
二
十
年

五
月
二
十
三
日

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

あ
さ
が
お
歯
科
戸
田
歯
科
室

戸
田
市
本
町
一
―
三
―
三
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
戸
田
公
園
二
〇
一

医

療

法

人

社

団

同

人

会

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

五
月

一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

医
療
法
人
社
団
榮
内
会
ス
マ
イ
ル
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

所
沢
市
松
葉
町
二
三
―
一
九

医

療

法

人

社

団

榮

内

会

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

五
月

十
六
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

羽
生
リ
ボ
ン
歯
科
・
矯
正
歯
科

羽
生
市
川
崎
二
―
二
八
一
―
三
イ
オ
ン
モ
ー
ル
羽
生
一
Ｆ

医
療
法
人
社
団
ブ
ラ
イ
ト
デ
ン
タ
ル
ケ
ア

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

五
月
二
十
八
日

あ

け

ぼ

の

薬

局

西

川

口

店

川
口
市
並
木
三
―
五
―
二
〇

有

限

会

社

あ

け

ぼ

の

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

五
月

十
六
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

老
人
保
健
施
設
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
和
光

和
光
市
新
倉
八
―
二
三
―
一

和

光

市

介
護
老
人
保
健
施
設

平
成
二
十
年

四
月

十
六
日

社
団
法
人
春
日
部
市
医
師
会
立
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
藤

春
日
部
市
大
枝
八
九
―
七
街
区
四
棟

社
団
法
人
春
日
部
市
医
師
会

介
護
予
防
訪
問
看
護

平
成
十
九
年
十
二
月

一
日

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
か
わ
ぐ
ち
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

川

口

市

榛

松

一

―

八

―

五

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

五
月

七
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
か
わ
ぐ
ち

川

口

市

榛

松

一

―

八

―

五

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

通
所
介
護

平
成
二
十
年

五
月

七
日

介
護
予
防
通
所
介
護

ビ

ー

ス

テ

ッ

プ

川

口

川
口
市
領
家
一
―
二
四
―
一

株
式
会
社
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

六
月

一
日

居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
訪
問
介
護

ビ
ー
ス
テ
ッ
プ
川
口
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
彩

川
口
市
領
家
一
―
二
四
―
一

株
式
会
社
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ

通
所
介
護

平
成
二
十
年

六
月

一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
あ
す
な
ろ
の
郷

春
日
部
市
銚
子
口
一
一
三
三
―
一

社
会
福
祉
法
人
あ
す
な
ろ
会

短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
年

四
月

十
五
日

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
あ
す
な
ろ
の
郷

春
日
部
市
銚
子
口
一
一
三
三
―
一

社
会
福
祉
法
人
あ
す
な
ろ
会

通
所
介
護

平
成
二
十
年

四
月

十
五
日

介
護
予
防
通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
あ
す
な
ろ
の
郷

春
日
部
市
銚
子
口
一
一
三
三
―
一

社
会
福
祉
法
人
あ
す
な
ろ
会

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

四
月

十
五
日
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デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
こ
こ
ろ
庄
和

春
日
部
市
金
崎
五
二
七
―
一

社

会

福

祉

法

人

景

心

会

通
所
介
護

平
成
二
十
年

五
月

一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
杜
の
家
や
し
お

八
潮
市
鶴
ケ
曽
根
五
六
七
―
一

社
会
福
祉
法
人
福
祉
楽
団

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

五
月

十
四
日

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
フ
ェ
リ
ス

草

加

市

長

栄

町

六

五

八

社
会
福
祉
法
人
草
加
福
祉
会

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

六
月

五
日

ケ

ア

プ

ラ

ン

ゆ

ず

り

葉

草
加
市
北
谷
一
―
二
三
―
一
二
ヘ
ル
ツ
ハ
イ
ム
二
〇
二
号

株
式
会
社
タ
ニ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

五
月

一
日

松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
介
護
チ
ェ
ー
ン
城
北

戸
田
市
笹
目
三
―
一
八
―
九

株
式
会
社
ス
マ
イ
ル
ハ
ー
ト

福
祉
用
具
貸
与

平
成
二
十
年

六
月

四
日

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

老
人
保
健
施
設
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
和
光

和
光
市
新
倉
八
―
二
三
―
一

社
会
福
祉
法
人
和
光
福
祉
会

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

平
成
二
十
年

四
月

十
六
日

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ひ
ま
わ
り

ふ
じ
み
野
市
大
井
六
九
一
―
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ひ
ま
わ
り

介
護
予
防
訪
問
介
護

平
成
十
九
年
十
一
月

一
日

市
民
の
森
ク
リ
ニ
ッ
ク
通
所
介
護
事
業
所

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
四
―
二
六
七
五
―
一
一

有
限
会
社
市
民
の
森
ク
リ
ニ
ッ
ク

通
所
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

市
民
の
森
ク
リ
ニ
ッ
ク
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
四
―
二
六
七
五
―
一
一

有
限
会
社
市
民
の
森
ク
リ
ニ
ッ
ク

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

四
月

一
日

ア
イ
ビ
ー
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

所
沢
市
久
米
一
四
五
〇
―
七

有

限

会

社

野

島

商

事

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

五
月

十
二
日

あ

ず

み

苑

入

間

川

狭
山
市
入
間
川
三
一
七
七
―
一

株
式
会
社
レ
オ
パ
レ
ス
２１

通
所
介
護

平
成
二
十
年

五
月

一
日

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

あ

ず

み

苑

行

田

行
田
市
門
井
町
三
―
二
―
一

株
式
会
社
レ
オ
パ
レ
ス
２１

通
所
介
護

平
成
二
十
年

四
月

十
五
日

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

あ

ず

み

苑

行

田

行
田
市
門
井
町
三
―
二
―
一

株
式
会
社
レ
オ
パ
レ
ス
２１

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

四
月

十
五
日

あ

ず

み

苑

本

庄

本
庄
市
西
富
田
七
三
九
―
一

株
式
会
社
レ
オ
パ
レ
ス
２１

通
所
介
護

平
成
二
十
年

五
月

十
六
日

短
期
入
所
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援
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埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護

機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含

む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

ア
ッ
プ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

本
庄
市
朝
日
町
一
―
一
―
一
七

有

限

会

社

せ

い

し

ん

通
所
介
護

平
成
二
十
年

六
月

一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

フ
ェ
ア
リ
ー
ケ
ア
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
せ
い
え
ん

深

谷

市

高

畑

二

〇

三

―

一

合

同

会

社

青

淵

通
所
介
護

平
成
二
十
年

六
月

五
日

介
護
予
防
通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
上
川
原
ん
ち

深
谷
市
上
柴
町
東
六
―
六
―
四

有
限
会
社
ナ
ト
ー
ラ
イ
フ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

五
月

十
五
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人
太
陽
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

新
座
市
北
野
二
―
七
―
一
八

特
定
非
営
利
活
動
法
人
太
陽

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

四
月

一
日

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

和

み

野

新
座
市
栗
原
二
―
四
―
一
五
フ
ィ
ー
ル
ド
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ひ
ば
り
が
丘
二
〇
四
号

株

式

会

社

和

み

野

通
所
介
護

平
成
二
十
年

五
月

七
日

介
護
予
防
通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
北
本

北
本
市
北
本
宿
一
九
五
―
一

株
式
会
社
寿
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

五
月

十
二
日

松
野
記
念
ク
リ
ニ
ッ
ク
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

坂

戸

市

上

吉

田

六

三

九

医

療

法

人

社

団

松

野

会

通
所
介
護

平
成
二
十
年

五
月

一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
み
ん
な
の
家
・
志
木
柏
町

志
木
市
柏
町
三
―
九
―
一
九

株
式
会
社
ウ
イ
ズ
ネ
ッ
ト

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

愛
の
家
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
狭
山

狭
山
市
北
入
曽
二
八
一
―
二

メ
デ
ィ
カ
ル
・
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

平
成
二
十
年

五
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
さ
く
ら
・
さ
く
ら

比
企
郡
と
き
が
わ
町
玉
川
二
五
一

株
式
会
社
さ
く
ら
・
さ
く
ら

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

平
成
二
十
年

五
月

十
二
日

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
向
日
葵

新

座

市

中

野

一

―

五

―

五

株

式

会

社

ア

イ

ム

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
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名

称

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

和
光
福
祉
会
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

所
在
地

和
光
市
丸
山
台
二
―
六
―
二
〇

和
光
市
丸
山
台
二
―
六
―
二
〇

居
宅
介
護
支
援

フ
ァ
ミ
ー
ル
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｊ
Ｕ
一
階

有
限
会
社
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
い
ま
い
薬
局

所
在
地

春
日
部
市
上
蛭
田
一
四
八
―
九

春
日
部
市
上
蛭
田
一
四
七
―
一

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

有
限
会
社
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
い
ま
い
薬
局

名

称

有
限
会
社
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
い
ま
い

有
限
会
社
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
い
ま
い
薬
局

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

Ｊ
Ａ
ち
ち
ぶ
荒
川
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所
在
地

秩
父
市
荒
川
白
久
一
五
六
二
―
三

秩
父
市
荒
川
上
田
野
一
四
三
二
―
一

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

和
光
福
祉
会
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所
在
地

和
光
市
丸
山
台
二
―
六
―
二
〇

和
光
市
丸
山
台
二
―
六
―
二
〇

訪
問
介
護

フ
ァ
ミ
ー
ル
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｊ
Ｕ
一
階

介
護
予
防
訪
問
介
護

和
光
福
祉
会

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所
在
地

和
光
市
丸
山
台
二
―
六
―
二
〇

和
光
市
丸
山
台
二
―
六
―
二
〇

訪
問
看
護

フ
ァ
ミ
ー
ル
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｊ
Ｕ
一
階

介
護
予
防
訪
問
看
護

有
限
会
社
川
口
中
央
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

所
在
地

川
口
市
川
口
四
―
六
―
八

川
口
市
原
町
七
―
二
〇
森
ビ
ル

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

あ

す

か

薬

局

小

手

指

店

所
在
地

所
沢
市
小
手
指
一
―
一
八
―
一
一

所
沢
市
小
手
指
一
―
一
八
―
四

居
宅
療
養
管
理
指
導

パ
ー
ク
サ
イ
ド
小
手
指
一
〇
二

パ
ー
ク
サ
イ
ド
小
手
指
Ｂ
館
一
階

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

有

限

会

社

和

ら

ぎ

所
在
地

秩
父
市
上
影
森
四
四
九
―
一

秩
父
市
影
森
五
〇
三
―
一
〇

訪
問
介
護

フ
ァ
ミ
リ
ー
オ
一
〇
一
号

居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
訪
問
介
護

有

限

会

社

和

ら

ぎ

名

称

有
限
会
社
和
ら
ぎ

和
ら
ぎ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
訪
問
介
護

お
ひ
さ
ま
介
護
サ
ー
ビ
ス
春
日
部

所
在
地

春
日
部
市
中
央
一
―
八
―
二
一

春
日
部
市
栄
町
一
―
四
〇

訪
問
介
護

ニ
ュ
ー
吉
田
ビ
ル
二
〇
二

居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
訪
問
介
護

株

式

会

社

一

正

堂

薬

局

所
在
地

草
加
市
青
柳
五
―
一
三
―
一
〇

草
加
市
青
柳
五
―
一
三
―
八

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介

護

の

オ

ア

シ

ス

ふ

じ

所
在
地

川
口
市
東
本
郷
一
一
〇
八
―
三

川
口
市
江
戸
三
―
六
―
一

訪
問
介
護

－１４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護

機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含

む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
再
開
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護

機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含

む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

介
護
予
防
訪
問
介
護

名

称

所

在

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

再

開

年

月

日

所
沢
明
生
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

所
沢
市
山
口
五
〇
九
五

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

二
月

一
日

名

称

所

在

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃

止

年

月

日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

和
光
苑

和
光
市
新
倉
八
―
二
三
―
一

介
護
老
人
福
祉
施
設

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

市
民
の
森
ク
リ
ニ
ッ
ク
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
四
―
二
六
七
五
―
一
一

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

平
成
十
五
年

七
月
三
十
一
日

老
人
保
健
施
設
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
和
光

和
光
市
新
倉
八
―
二
三
―
一

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

－１５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
、
第
四
十
六
条
第

一
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
者
を
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

介
護
保
険

事
業
所
名
称

事
業
所
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
種
類

申
請
者
名
称

指
定
年
月
日

事
業
所
番
号

１１７０２０３９１１
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ
川
口

川
口
市
領
家
１
―
２４
―
１

訪
問
介
護

株
式
会
社
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９１１
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ
川
口

川
口
市
領
家
１
―
２４
―
１

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９１１
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ
川
口

川
口
市
領
家
１
―
２４
―
１

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９２９
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ
川
口
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
彩

川
口
市
領
家
１
―
２４
―
１

通
所
介
護

株
式
会
社
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９２９
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ
川
口
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
彩

川
口
市
領
家
１
―
２４
―
１

介
護
予
防
通
所
介
護

株
式
会
社
ビ
ー
ス
テ
ッ
プ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９３７
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
カ
テ
ヨ

川
口
市
赤
山
字
新
町
口
８３１
―
６

訪
問
介
護

株
式
会
社
カ
テ
ヨ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９３７
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
カ
テ
ヨ

川
口
市
赤
山
字
新
町
口
８３１
―
６

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
カ
テ
ヨ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９４５
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
カ
テ
ヨ

川
口
市
赤
山
大
字
新
町
口
８３１
―
６

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
カ
テ
ヨ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９５２
福
祉
用
具
カ
テ
ヨ

川
口
市
赤
山
字
新
町
８３１
―
６

福
祉
用
具
貸
与

株
式
会
社
カ
テ
ヨ

平
成
２０
年
６
月
１
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
・
新
座

新
座
市
池
田
四
―
二
―
一
〇
下
中
沢
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇
二
号

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
福
祉
の
街

久
喜
営
業
所

久
喜
市
本
町
三
―
八
―
三
三

福
祉
用
具
貸
与

平
成
二
十
年

五
月
三
十
一
日

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

市
民
の
森
ク
リ
ニ
ッ
ク
通
所
介
護
事
業
所

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
四
―
二
六
七
五
―
一
一

通
所
介
護

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

市
民
の
森
ク
リ
ニ
ッ
ク

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
四
―
二
六
七
五
―
一
一

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

小
川
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

比
企
郡
小
川
町
腰
越
六
一
八

介
護
予
防
支
援

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

訪

問

介

護

ひ

ま

わ

り

の

里

川
口
市
赤
山
八
三
一
―
三

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

四
月

三
十
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ひ
ま
わ
り
の
里

川
口
市
赤
山
八
三
一
―
三

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

五
月
三
十
一
日

ニ

チ

イ

の

ほ

ほ

え

み

東

川

口

川
口
市
戸
塚
東
二
―
一
―
二
六

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
年

三
月

十
七
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

－１６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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１１７０２０３９５２
福
祉
用
具
カ
テ
ヨ

川
口
市
赤
山
字
新
町
８３１
―
６

特
定
福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
カ
テ
ヨ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９５２
福
祉
用
具
カ
テ
ヨ

川
口
市
赤
山
字
新
町
８３１
―
６

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
株
式
会
社
カ
テ
ヨ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７０２０３９５２
福
祉
用
具
カ
テ
ヨ

川
口
市
赤
山
字
新
町
８３１
―
６

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
株
式
会
社
カ
テ
ヨ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１１０１２６２
鷲
宮
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
鷲
宮
６
丁
目
１
番
７
号
居
宅
介
護
支
援

社
会
福
祉
法
人
鷲
宮
町
社
会
福
祉
協
議
会
平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１６０１１８８
株
式
会
社
ひ
ま
わ
り
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
上
尾
市
上１１７２―

１
ミ
レ
デ
ィ
会
館
１
F
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ひ
ま
わ
り
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１６０１１９６
株
式
会
社
横
山
住
ま
い
の
Q
援
隊

上
尾
市
小
泉
６６１
番
１４

特
定
福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
横
山

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１６０１１９６
株
式
会
社
横
山
住
ま
い
の
Q
援
隊

上
尾
市
小
泉
６６１
番
１４

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
株
式
会
社
横
山

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１９００８８７
松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
介
護
チ
ェ
ー
ン
城
北
戸
田
市
笹
目
３
―
１８
―
９

福
祉
用
具
貸
与

株
式
会
社
ス
マ
イ
ル
ハ
ー
ト

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１９００８８７
松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
介
護
チ
ェ
ー
ン
城
北
戸
田
市
笹
目
３
―
１８
―
９

特
定
福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
ス
マ
イ
ル
ハ
ー
ト

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１９００８８７
松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
介
護
チ
ェ
ー
ン
城
北
戸
田
市
笹
目
３
―
１８
―
９

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
株
式
会
社
ス
マ
イ
ル
ハ
ー
ト

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１９００８８７
松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
介
護
チ
ェ
ー
ン
城
北
戸
田
市
笹
目
３
―
１８
―
９

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
株
式
会
社
ス
マ
イ
ル
ハ
ー
ト

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１９００８９５
あ
い
り
ん
ぐ
タ
イ
ム

戸田市下前１―８―２０
サンレイアパートメント１F

通
所
介
護

ア
イ
リ
ン
グ
・
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７１９００８９５
あ
い
り
ん
ぐ
タ
イ
ム

戸田市下前１―８―２０
サンレイアパートメント１F

介
護
予
防
通
所
介
護

ア
イ
リ
ン
グ
・
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７２１００６６９
ラ
イ
フ
ネ
ッ
ト
あ
さ
か
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
朝
霞
市
幸
町
３
―
６
―
２７

居
宅
介
護
支
援

有
限
会
社
ラ
イ
フ
ネ
ッ
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７３１０１８３１
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
上
川
原
ん
ち

熊
谷
市
小
島
４４９
番
地
１

短
期
入
所
生
活
介
護

有
限
会
社
ナ
ト
ー
ラ
イ
フ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７３１０１８３１
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
上
川
原
ん
ち

熊
谷
市
小
島
４４９
番
地
１

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

有
限
会
社
ナ
ト
ー
ラ
イ
フ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７３１０１８４９
通
所
介
護
事
業
所
上
川
原
ん
ち

熊
谷
市
小
島
４４９
番
地
１

通
所
介
護

有
限
会
社
ナ
ト
ー
ラ
イ
フ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７３１０１８４９
通
所
介
護
事
業
所
上
川
原
ん
ち

熊
谷
市
小
島
４４９
番
地
１

介
護
予
防
通
所
介
護

有
限
会
社
ナ
ト
ー
ラ
イ
フ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７３２０１４２５
彩
西
療
養
通
所
介
護
亀
井

比
企
郡
鳩
山
町
泉
井
４９５
番
地
５

通
所
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法
人
彩
西
ナ
ー
シ
ン
グ
ケ
ア
平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７４３００８１２
ア
ッ
プ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

本
庄
市
朝
日
町
１
―
１
―
１７

通
所
介
護

有
限
会
社
せ
い
し
ん

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７４３００８１２
ア
ッ
プ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

本
庄
市
朝
日
町
１
―
１
―
１７

介
護
予
防
通
所
介
護

有
限
会
社
せ
い
し
ん

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７４３００８２０
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
ム

本庄市東台４―４―１５
藤和コーポ東台Ⅰ

１０４号室
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
三
宝

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７４９００７３６
た
ん
ぽ
ぽ
の
家

秩
父
市
太
田
２７９
―
４

通
所
介
護

有
限
会
社
た
ん
ぽ
ぽ

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７４９００７４４
あ
る
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

秩
父
市
黒
谷
１７２９

通
所
介
護

有
限
会
社
ノ
ア

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７４９００７４４
あ
る
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

秩
父
市
黒
谷
１７２９

介
護
予
防
通
所
介
護

有
限
会
社
ノ
ア

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７６０００６７５
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
若
葉
会

坂
戸
市
紺
屋
４０３
番
地

居
宅
介
護
支
援

医
療
法
人
若
葉
会

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７６１００５８２
株
式
会
社
あ
っ
た
か
い
手
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
幸
手
市
外
国
府
間
６９７

訪
問
介
護

株
式
会
社
あ
っ
た
か
い
手

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７６１００５８２
株
式
会
社
あ
っ
た
か
い
手
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
幸
手
市
外
国
府
間
６９７

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
あ
っ
た
か
い
手

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７６４００４２０
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
寿
々
喜

吉
川
市
鍋
小
路
１１６
番
地
１

通
所
介
護

株
式
会
社
寿
々
喜

平
成
２０
年
６
月
１
日

１１７６４００４３８
ケ
ア
プ
ラ
ン
寿
々
喜

吉
川
市
鍋
小
路
１１６
番
地
１

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
寿
々
喜

平
成
２０
年
６
月
１
日

－１７－
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埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
中
福
東
土
地
改
良
区
理
事
長
か
ら
次
の
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ

っ
た
。平

成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事

業

中
福
東
土
地
改
良
区
営
土
地
改
良
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）

二

地

区

中
福
地
区

三

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

羽
尾
表
前
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

就
任

職

名

氏

名

住

所

理

事

内

田

敏

雄

比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
一
四
七
六

同

井

上

良

雄

同

同

同

同

一
〇
三
八

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

江
ヶ
崎
・
実
ヶ
谷
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

職

名

氏

名

住

所

理

事

新

井

孝

作

�
田
市
大
字
江
ヶ
崎
一
〇
〇
〇
の
一

同

新

井

弘

同

同

同

七
九
八
の
一

同

石

井

忠

義

同

同

同

一
七
六
二
の
一

同

石

井

勉

同

同

同

一
五
六
一

同

石

井

俊

治

同

同

同

一
七
六
三

同

小

川

勇

同

同

同

一
八
四
〇
の
一

同

小

川

修

同

同

同

二
〇
六
〇
の
三

同

澁

谷

榮
次
郎

同

同

同

一
一
八
九

同

福

島

榮

同

同

同

一
〇
二
一

同

矢

島

正

弘

同

同

同

一
一
三
四

同

松

島

政

男

同

同

同

一
八
一
七

同

石

井

敏

雄

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
実
ヶ
谷
八
六
九

同

齋

藤

佳

文

同

同

同

岡
泉
六
七
〇

同

利
根
川

英

夫

同

同

同

同

四
九
七

同

横

田

保

男

同

同

同

実
ヶ
谷
三
六
八

監

事

小

川

浩

�
田
市
大
字
江
ヶ
崎
二
〇
四
七

同

小

川

久

雄

同

同

同

二
〇
六
八

同

野

口

保

男

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
実
ヶ
谷
四
四
四
の
一

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水

流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

第
二
〇
〇
六
―
二
二
―
一
号

二

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地

の
区
域

入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
字
八
軒
家
一
九

六
二
―
一

外
一
一
筆

三

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量

容
量

一
一
五
九
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル

浸
透
効
果
量

〇
・
一
二
立
方
メ
ー
ト
ル

毎
秒

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水

－１８－
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流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

第
二
〇
〇
七
―
二
―
一
号

二

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地

の
区
域

日
高
市
大
字
大
谷
沢
字
下
向
山
六
八
二
―

四
三
他

三

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量

一
三
六
五
・
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
九
号

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等

の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
し
た
土
地
の
区
域
及
び
同
条
例
第
五

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た

環
境
の
保
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
予

定
建
築
物
等
の
用
途
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告

示
千
六
百
四
号
に
お
い
て
告
示
し
た
も
の
に
限

る
。）
の
う
ち
土
地
の
区
域
に
つ
い
て
、
同
条

例
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
変
更
し
た
土
地
の
区
域
を
示
す
図
面

は
、
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
及
び
比

企
郡
鳩
山
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

変
更
し
た
土
地
の
区
域

鳩
山
町
大
字
小
用
の
一
部
及
び
大
字
大
豆

戸
の
一
部
。
た
だ
し
、
当
該
土
地
の
区
域
の

う
ち
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
た
施
設
の
区
域
、
都
市
計
画
法
施
行
令

（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第

八
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
土
地
の
区
域
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十

八
号
）
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

農
用
地
区
域
並
び
に
農
地
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
条
第
二
項

第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
農
地
及
び
第
五
条
第
二

項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
を
除
く
。

二

変
更
し
た
日

平
成
二
十
年
六
月
十
七
日

埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
号

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等

の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
し
た
土
地
の
区
域
（
平
成
十
五
年
埼

玉
県
告
示
第
千
六
百
五
号
に
お
い
て
告
示
し
た

も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
変
更
し
た
土
地
の
区
域
を
示
す
図
面

は
、
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
及
び
比

企
郡
鳩
山
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

変
更
し
た
土
地
の
区
域

鳩
山
町
大
字
大
橋
の
一
部
、
大
字
奥
田
の

一
部
、
大
字
須
江
の
一
部
、
大
字
竹
本
の
一

部
、
大
字
泉
井
の
一
部
、
大
字
高
野
倉
の
一

部
、大
字
熊
井
の
一
部
、大
字
小
用
の
一
部
、

大
字
大
豆
戸
の
一
部
、
大
字
赤
沼
の
一
部
、

大
字
今
宿
の
一
部
、
大
字
石
坂
の
一
部
及
び

楓
ケ
丘
四
丁
目
の
一
部
。
た
だ
し
、
当
該
土

地
の
区
域
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
た
施
設
の
区
域
、
都
市
計

画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五

十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ

ま
で
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域
、
農
業
振
興
地

域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
五
十
八
号
）
第
八
条
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
農
用
地
区
域
並
び
に
農
地
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）

第
四
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
農
地
及

び
第
五
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
農
地

又
は
採
草
放
牧
地
を
除
く
。

二

変
更
し
た
日

平
成
二
十
年
六
月
十
七
日

埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
三
月
三
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
二
四
三
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日
第
十
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
宿
二
〇
三

五
―
一
、
二
〇
三
五
―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
二
〇
三
五

齋
藤

寿
一

埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
二
十
八
日

指
令
行
整
第
一
九
〇
〇
三
二
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日
第
十
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
日
出
安
字
新
道
下

－１９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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五
五
〇
―
二
、
五
五
二
、
五
五
三
―
一
、
五

五
四
―
一
、
五
五
六
―
一
、
五
五
七
―
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

株
式
会
社

セ
ブ
ン
ー
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン代

表
取
締
役

山
口

俊
郎

埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
三
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
調
達
内
容

�
購
入
等
件
名
及
び
数
量

県
立
誠
和
福
祉
高
等
学
校
外
５
校
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
教
室
用
機
器
等
賃
貸
借
一
式

�
調
達
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

�
履
行
期
間

平
成
２０
年
１０
月
１
日
（
水
）
か
ら
平
成
２５
年
７
月
３１
日
（
水
）
ま
で

た
だ
し
、
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
、
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
契
約
の
金
額
に
つ
い
て
減
額

又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
契
約
は
解
除
す
る
。

�
履
行
場
所

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
高
校
改
革
推
進
室
長
が
指
定
す
る
場
所

�
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ
ー
セ
ン
ト

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。）を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
１０５
分
の
１００
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ

と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

�
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
買
入
れ
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等
に
関
す
る
公
示
（
平
成
１８
年
埼
玉
県
告
示
第
１５４３

号
）
に
基
づ
き
、
業
種
区
分
「
物
品

の
賃
貸
」
の
A
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
（
平
成
８
年
６
月
１３
日
付
け
出

物
第
１８０
号
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
期
間
中
で
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
埼
玉
県
の
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
暴
力
団
排
除
措
置
要
綱
（
平
成
１９
年
３
月
２７

日
付
け
出
物
第
１１５３

号
）
に
基
づ
く
指
名
除
外
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
本
件
業
務
に
つ
い
て
、
仕
様
書
の
要
求
す
る
事
項
を
確
実
に
履
行
で
き
る
こ
と
を
証
明
し

た
者
で
あ
る
こ
と
（
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。）。

３
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所

並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
教
育
局
県

立
学
校
部
高
校
改
革
推
進
室
金
子
隆
、
三
砂
祐
弘
電
話
０４８

―８３０
―６９０２

（
直
通
）

�
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

平
成
２０
年
６
月
３０
日
（
月
）
午
前
９
時
以
後
上
記
�
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

�
入
札
・
開
札
の
場
所
及
び
日
時

ア
場
所
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１２
番
２４
号
埼
玉
教
育
会
館
１
階
１０３
会
議

室
イ
日
時
平
成
２０
年
８
月
２８
日
（
木
）
午
前
１１
時

�
郵
便
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
あ
て
先
、
受
領
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
あ
て
先

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
高
校
改
革
推
進
室

イ
受
領
期
限

平
成
２０
年
８
月
２７
日
（
水
）
午
後
５
時
（
必
着
）

ウ
提
出
方
法

書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

４
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

－２０－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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氏
名
又
は
名
称

小
川
石
油

株
式
会
社

代
表
者
の
氏
名

笠
原

規
弘

主
た
る
事
務
所

又
は
事
業
所
の

所
在
地

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
小

川
三
五
八
―
一

指
定
取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

ア
入
札
保
証
金

入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
に
入
札
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
５
以
上
）
を
乗

じ
た
額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
３９
年
埼
玉
県
規

則
第
１８
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。）
第
９３
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

は
、
免
除
す
る
。

イ
契
約
保
証
金

契
約
の
相
手
方
は
、
契
約
金
額
に
契
約
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
１０
以
上
）
を
乗
じ
た

額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
８１
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
は
、
免
除
す
る
。

�
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
示
し
た
書
類
を
平
成
２０

年
８
月
５
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
提
出
し
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
入
札
事
務
の
担
当
者
か
ら
、
提
出
し
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら

れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
入
札
の
無
効

次
に
掲
げ
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

ア
こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
提
出
し
た
入
札
書

イ
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
提
出
し
た
入
札
書

ウ
財
務
規
則
第
９７
条
又
は
埼
玉
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め

る
規
則
（
平
成
７
年
埼
玉
県
規
則
第
１０６
号
）
第
９
条
の
規
定
に
該
当
す
る
入
札
書

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要
�
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
調
達
案
件
を
履
行
で
き
る
と
発
注
者
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ

て
、
財
務
規
則
第
９４
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無
�
競
争
入
札
参
加
資
格
の
付
与

２
�
に
定
め
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
本
県
所
定

の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
、
平
成
２０
年
７
月
２２
日

（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
必
要
な
書
類
を
添
付
し
て
、
埼
玉
県
総
務
部
入
札
審
査
課
入
札
参

加
資
格
審
査
担
当
（
電
話
０４８

―８３０
―５７７５

（
直
通
）
〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

�
支
払
条
件

発
注
者
埼
玉
県
は
、
適
法
な
代
金
請
求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
３０
日
以
内
に
当
該
代
金
を

受
注
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

	
そ
の
他
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

５
Sum
m
ary



N
ature

and
quantity

of
the

products
to
be
leased

:equipm
ent
related

to
com
puter

room
s
for
6
schools

including
Saitam

a
PrefecturalSeiw

afukushihigh
school
�
Tim
e-lim

itfor
tender:

11
:00
a.m
.August,28,2008.(tender

subm
itted

by
m
ail

5
:00
p.m
.August,27,2008)

�
C
ontact

point
for
notice

:H
igh
School

Reform
Prom

otion
O
ffice,

Prefectural
School

D
epartm

ent,
Education

B
ureau,

Saitam
a
Prefectural

G
overnm

ent,
Takasago

3-15-1,
U
raw
a-ku,

Saitam
a-shi,

Saitam
a-ken

330-9301,
Telephone

048-
830-6902

埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長
告
示
第
三
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取

り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長

田

中

昭

夫

－２１－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

馬
引
沢
飯
能
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八

十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
日

第
二
○
○
○
二
九
○
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
九
日

第
二
〇
〇
○
二
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
中
道
北
七
九

二
―
一
○
、
七
九
二
―
一
三
、
七
九
二
―
一

六
四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
七
九
七
―
四

林

崇
裕

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九

十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
五
月
二
十
一
日

第
二
〇
〇
〇
〇
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
六
月
二
十
三
日

第
二
〇
〇
〇
二
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
保
田
字
中
新
田
一

一
六
三
―
三
、
一
一
六
四
―
二
、
一
一
六
六

―
二
、
一
一
六
七
―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
三
―
五
―
一

大
宮
（
砂
）
待
機
宿
舎
Ｒ
Ｃ
三
一
―
五
〇
八

吉
澤

工

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十

六
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

南

沢

郁
一
郎

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
九
日

指
令
行
整
第
一
九
〇
○
六
二
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日
第
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
北
大
桑
字
新
井

一
八
八
―
六
、
―
七
、
一
八
九
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
一
七

八
三
番
地
一

小
澤

雅
広

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

飯
能
市
大
字
双
柳
字
上
宿
五
五
八
番
三
地
先
か
ら
同
市
大
字
双
柳
字
上

宿
五
七
三
番
一
地
先
ま
で

七
・
五
〇
〜

八
・
四
〇

一
〇
九
・
六
〇

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

九
・
八
〇
〜

一
四
・
八
〇

－２２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十

七
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

南

沢

郁
一
郎

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
九
日

指
令
行
整
第
一
九
〇
○
七
二
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日
第
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
北
大
桑
字
大
宮

一
〇
一
九
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
都
町
一
二
六
四

平
塚

里
美

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十

七
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
三
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
二
五
六
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
九
日

杉
整
第
四
三
〇
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
本
郷
字
東
中
五
六

二
―
一
、
五
六
二
―
二
、
五
六
二
―
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

越
谷
市
新
川
町
一
丁
目
一
九
二
番
地

株
式
会
社
三
起
産
業

代
表
取
締
役

森
野

幹
雄

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十

八
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
二
六
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
九
日

杉
整
第
四
三
八
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
三
箇
字
上
中
島
二

七
九
―
一
、
―
一
一
、
―
一
二
、
―
一
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

加
須
市
下
三
俣
三
七
二
番
地

株
式
会
社

東
武
ニ
ュ
ー
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

関
根

勇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

上

尾

久

喜

線

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
下
大
崎
字
円
明
一
一
六
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同

町
大
字
下
大
崎
字
円
明
一
一
三
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

延
長六

〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

－２３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

（
平
成
２０
年
５
月
１
日
〜
５
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年

月

日

う

る

金

後

援

会

漆

原

金

作

漆

原

和

夫

行
田
市
埼
玉
三
五
五
〇
―
一

平
成
二
十
年

五
月

十
五
日

変

え

よ

う

富

士

見

の

会

西

山

ひ
ろ
み

斉

藤

良

夫

富
士
見
市
関
沢
一
―
二
六
九
七
―
七

平
成
二
十
年

五
月

七
日

神

嶋

博

後

援

会

新

井

治

男

�

川

千

征

東
松
山
市
箭
弓
町
三
―
四
―
一
四

平
成
二
十
年

五
月

二
日

久

保

田

茂

男

後

援

会

久
保
田

茂

男

久
保
田

政

男

所
沢
市
山
口
一
二
一
二
―
二
七

平
成
二
十
年

五
月

十
九
日

小
林
和
子
と
み
ん
な
で
住
み
よ
い
地
域
を
つ
く
る
会

大

野

文

雄

井

上

紀

男

飯
能
市
虎
秀
五
五
一

平
成
二
十
年

五
月
二
十
九
日

新

市

政

研

究

会

田

中

幸

弘

片

山

厳

新
座
市
大
和
田
五
―
一
五
―
一
三

平
成
二
十
年

五
月

二
日

田

中

勝

後

援

会

富

岡

政

洋

田

中

喜
恵
子

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
菖
蒲
五
〇
一
三
―
一
五
五

平
成
二
十
年

五
月
二
十
一
日

田
中
ゆ
き
ひ
ろ
と
２１
世
紀
の
会

片

山

厳

西

田

隆

彦

新
座
市
大
和
田
五
―
一
五
―
一
三

平
成
二
十
年

五
月

二
日

ち
ょ
っ
と
う
る
さ
い
市
民
の
会

西

田

隆

彦

西

田

龍

馬

新
座
市
本
多
一
―
一
六
―
二
―
六
〇
二
二

平
成
二
十
年

五
月

十
九
日

野

口

た

も

つ

後

援

会

青

木

正

之

深

井

清

光

和
光
市
新
倉
一
―
八
―
五
一

平
成
二
十
年

五
月

一
日

藤

沼

み

つ

ぐ

後

援

会

広

川

正

藤

沼

光

行

幸
手
市
神
明
内
二
一
〇
―
一

平
成
二
十
年

五
月
二
十
二
日

堀

越

博

文

後

援

会

堀

越

三

吉

百

川

洋

一

東
松
山
市
上
唐
子
一
〇
八
五
―
一

平
成
二
十
年

五
月

一
日

町

田

の

ぼ

る

後

援

会

須

田

勉

鴨

下

文

明

飯
能
市
平
戸
二
一
二
―
一

平
成
二
十
年

五
月
二
十
六
日

森

崎

し

げ

よ

し

後

援

会

森

崎

成

喜

板

垣

達

郎

日
高
市
高
萩
東
三
―
一
―
一
二

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

（
平
成
２０
年
５
月
１
日
〜
５
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

�

政
党
の
支
部

政

治

団

体

の

名

称

異

動

事

項

新

旧

届

出

年

月

日

自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

代

表

者

山

口

泰

明

大

野

松

茂

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

自

由

民

主

党

鶴

ヶ

島

支

部

会

計

責

任

者

漆

畑

和

司

殿

塚

宏

司

平
成
二
十
年

五
月

三
十
日

自

由

民

主

党

三

郷

支

部

代

表

者

篠

田

進

矢

口

雄

二

平
成
二
十
年

五
月

十
六
日

自

由

民

主

党

蕨

支

部

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

蕨
市
中
央
六
―
三
―
三

蕨
市
塚
越
五
―
五
一
―
二
一
比
企
孝
司
方
平
成
二
十
年

五
月
二
十
三
日

－２４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

異

動

事

項

新

旧

届

出

年

月

日

お

お

し

ま

公

一

後

援

会

会

計

責

任

者

大

嶋

公

一

大

嶋

攻

平
成
二
十
年

五
月

二
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

蕨
市
中
央
一
―
三
三
―
七
―
二
Ｆ

蕨
市
中
央
三
―
二
二
―
二
三
ク
レ
ー
ル
い
ぶ
き
一
〇
二

同

右

吉

敷

賢

後

援

会

会

計

責

任

者

菅

原

民

夫

水

谷

一

郎

平
成
二
十
年

五
月
二
十
三
日

久

保

田

茂

男

後

援

会

会

計

責

任

者

久
保
田

政

男

老

平

真
佐
子

平
成
二
十
年

五
月

十
九
日

坂

戸

鶴

ヶ

島

医

師

連

盟

代

表

者

東

茂

伊

東

宏

樹

平
成
二
十
年

五
月

十
三
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

坂
戸
市
末
広
町
一
〇
―
一

坂
戸
市
伊
豆
の
山
町
二
一
―
二

同

右

草

加

八

潮

医

師

連

盟

代

表

者

松

本

眞

彦

内

山

泰

宏

平
成
二
十
年

五
月
二
十
一
日

田

中

輝

好

後

援

会

代

表

者

田

中

義

憲

清

水

百
合
子

平
成
二
十
年

五
月
二
十
三
日

会

計

責

任

者

清

水

百
合
子

田

中

君

枝

同

右

秩

父

郡

市

医

師

連

盟

代

表

者

片

田

隆

行

石

塚

敬
太
郎

平
成
二
十
年

五
月
二
十
二
日

会

計

責

任

者

大
谷
津

功

丸

山

敬

史

同

右

秩

父

郡

市

歯

科

医

師

連

盟

代

表

者

吉

田

久

原

島

眞

平
成
二
十
年

五
月

十
五
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秩
父
郡
皆
野
町
皆
野
一
七
三
―
三

秩
父
市
上
影
森
三
三
七
―
八

同

右

長
瀬
ま
も
る
後
援
会
「
く
さ
の
根
会
」

代

表

者

西

澤

勝

美

長

瀬

衛

平
成
二
十
年

五
月

十
三
日

飯

田

恵

後

援

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

坂
戸
市
鶴
舞
二
―
二
〇
―
一
〇

坂
戸
市
鶴
舞
二
―
六
―
二
二

平
成
二
十
年

五
月

二
日

北

葛

南

部

医

師

連

盟

代

表

者

黒

木

副

武

平

井

真

実

平
成
二
十
年

五
月
二
十
七
日

本

木

茂

奥

富

地

区

後

援

会

会

計

責

任

者

岩

下

由

男

松

井

知
恵
子

平
成
二
十
年

五
月
二
十
二
日

森

崎

し

げ

よ

し

後

援

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

日
高
市
高
萩
東
三
―
一
―
一
二

日
高
市
下
高
萩
新
田
一
三
〇
―
七
七

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

同
条
第
二
項
の
適
用
団
体
で
あ
る
別
記
一
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

な
お
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
記
二
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

別
記
一
（
平
成
２０
年
５
月
１
日
〜
５
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

�

政
党
の
支
部

政

治

団

体

の

名

称

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

自

由

民

主

党

埼

玉

県

保

育

推

進

支

部

平
成
二
十
年

五
月
二
十
八
日

平
成
二
十
年

五
月
二
十
八
日

�

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

－２５－
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う

る

金

後

援

会

平
成
二
十
年

五
月

十
五
日

平
成
二
十
年

五
月

十
五
日

加

納

好

子

と

み

ん

な

の

会

平
成
二
十
年

五
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

五
月
二
十
一
日

神

嶋

博

後

援

会

平
成
二
十
年

五
月

一
日

平
成
二
十
年

五
月

二
日

く

ど

う

一

秀

後

援

会

平
成
二
十
年

四
月

二
十
日

平
成
二
十
年

五
月

十
二
日

久

保

田

茂

男

後

援

会

平
成
二
十
年

五
月

十
八
日

平
成
二
十
年

五
月

十
九
日

元

気

な

宮

代

を

作

る

会

平
成
二
十
年

五
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

五
月
二
十
一
日

田

中

勝

後

援

会

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年

五
月
二
十
一
日

野

口

保

を

育

て

る

会

平
成
二
十
年

五
月

一
日

平
成
二
十
年

五
月

一
日

藤

沼

み

つ

ぐ

後

援

会

平
成
二
十
年

五
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

五
月
二
十
二
日

堀

越

博

文

後

援

会

平
成
二
十
年

五
月

一
日

平
成
二
十
年

五
月

一
日

森

崎

し

げ

よ

し

後

援

会

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

別
記
二
政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
埼
玉
県
保
育
推
進
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
２８
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

３
，４００
，５２０
円

ア
前
年
繰
越
額

２
，１７７
，８４７
円

イ
本
年
収
入
額

１
，２２２
，６７３
円

�
支
出
総
額

１
，３４９
，３９０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

４９４
，０００
円

（
１１２
人
）

イ
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

５４７
，７１０
円

ウ
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

１８０
，１５０
円

エ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

８１３
円

合
計

１
，２２２
，６７３
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

そ
の
他
の
寄
附

５４７
，７１０
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

４０６
，８００
円

�
選
挙
関
係
費

４８８
，０００
円

�
寄
附
・
交
付
金

４５０
，０００
円

�
そ
の
他
の
経
費

４
，５９０
円

合
計

１
，３４９
，３９０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

３
，１６０
，６９５
円

ア
前
年
繰
越
額

２
，０５１
，１３０
円

イ
本
年
収
入
額

１
，１０９
，５６５
円

�
支
出
総
額

１
，２９２
，１５０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

５１６
，０００
円

（
１１５
人
）

－２６－
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イ
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

４４７
，４９４
円

ウ
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

１４３
，６５０
円

エ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

２
，４２１
円

合
計

１
，１０９
，５６５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

そ
の
他
の
寄
附

４４７
，４９４
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１８１
，６５０
円

�
選
挙
関
係
費

４８４
，０００
円

�
寄
附
・
交
付
金

５０４
，０００
円

�
そ
の
他
の
経
費

１２２
，５００
円

合
計

１
，２９２
，１５０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，８６８
，５４５
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，８６８
，５４５
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

う
る
金
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

漆
原
金
作

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

行
田
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
１５
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２１
，８１２
円

ア
前
年
繰
越
額

２１
，８１２
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２１
，８１２
円

ア
前
年
繰
越
額

２１
，８１２
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２１
，８１２
円

ア
前
年
繰
越
額

２１
，８１２
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

加
納
好
子
と
み
ん
な
の
会

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
２１
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

－２７－
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政
治
団
体
の
名
称

神
崎
博
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
２
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

く
ど
う
一
秀
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
１２
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

久
保
田
茂
男
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

久
保
田
茂
男

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

所
沢
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
１９
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６５１
，５５５
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

６５１
，５５５
円

�
支
出
総
額

６５１
，５５５
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

２１７
，５５５
円

イ
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

�
久
保
田
茂
男
後
援
会
バ
ス
旅
行

４３４
，０００
円

合
計

６５１
，５５５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）
（
金

額
）

（
住

所
）

久
保
田
茂
男

２１７
，５５５
円

所
沢

市
�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

６５１
，５５５
円

ａ
そ
の
他
の
事
業
費

６５１
，５５５
円

合
計

６５１
，５５５
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

－２８－
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�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

元
気
な
宮
代
を
作
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
２１
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

田
中
勝
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
２１
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６５７
，５３６
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

６５７
，５３６
円

�
支
出
総
額

６５７
，５３６
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

６５７
，５３６
円

合
計

６５７
，５３６
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

田
中

勝
６５７
，５３６
円

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

４４
，７８４
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１３２
，６０７
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４７６
，１４５
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４７６
，１４５
円

�
調
査
研
究
費

４
，０００
円

合
計

６５７
，５３６
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６５４
，７４５
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

６５４
，７４５
円

�
支
出
総
額

６５４
，７４５
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

６５４
，７４５
円

合
計

６５４
，７４５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

田
中

勝
６５４
，７４５
円

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

２５
，１８６
円

イ
政
治
活
動
費

－２９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



�
組
織
活
動
費

２０８
，８９４
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４０５
，６６５
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４０５
，６６５
円

�
調
査
研
究
費

１５
，０００
円

合
計

６５４
，７４５
円

政
治
団
体
の
名
称

野
口
保
を
育
て
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
１
日

（
平
成
１５
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１６
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１７
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

藤
沼
み
つ
ぐ
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
２２
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

堀
越
博
文
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
１
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

森
崎
し
げ
よ
し
後
援
会

－３０－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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�
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資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

森
崎
成
喜

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

日
高
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２０
年
５
月
２０
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

（
平
成
２０
年
５
月
１
日
〜
５
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

届
出
者
の
氏
名
（
代
表
者
の
氏
名
）

公

職

の

種

類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年

月

日

磯

野

和

夫

狭
山
市
議
会
議
員

い
そ
の
和
夫
後
援
会

狭
山
市
柏
原
三
四
八
四
―
一
一
四

平
成
二
十
年

五
月

九
日

狭
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
一
〇
五
―
八

鴨

田

幸

子

上
尾
市
議
会
議
員

鴨
田
幸
子
後
援
会

上
尾
市
南
四
〇
五

平
成
二
十
年

五
月
二
十
三
日

久
保
田

茂

男

所
沢
市
議
会
議
員

久
保
田
茂
男
後
援
会

所
沢
市
山
口
一
二
一
二
―
二
七

平
成
二
十
年

五
月

十
九
日

田

中

幸

弘

新
座
市
長

新
市
政
研
究
会

新
座
市
大
和
田
五
―
一
五
―
一
三

平
成
二
十
年

五
月

二
日

橋

北

富

雄

上
尾
市
議
会
議
員

橋
北
富
雄
後
援
会

上
尾
市
上
町
二
―
一
〇
―
一
五

平
成
二
十
年

五
月
二
十
三
日

森

崎

成

喜

日
高
市
議
会
議
員

森
崎
し
げ
よ
し
後
援
会

日
高
市
高
萩
東
三
―
一
―
一
二

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

－３１－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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（
平
成
２０
年
５
月
１
日
〜
５
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

届
出
者
の
氏
名
（
代
表
者
の
氏
名
）

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異

動

事

項

新

旧

届

出

年

月

日

大

嶋

公

一

蕨
市
議
会
議
員

お
お
し
ま
公
一
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

蕨
市
中
央
一
―
三
三
―
七
―
二
Ｆ

蕨
市
中
央
三
―
二
二
―
二
三

平
成
二
十
年

五
月

二
日

ク
レ
ー
ル
い
ぶ
き
一
〇
二

森

崎

成

喜

日
高
市
議
会
議
員

森
崎
し
げ
よ
し
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

日
高
市
高
萩
東
三
―
一
―
一
二

日
高
市
下
高
萩
新
田
一
三
〇
―
七
七

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

（
平
成
２０
年
５
月
１
日
〜
５
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

届
出
者
の
氏
名
（
代
表
者
の
氏
名
）

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

指
定
取
消
年
月
日

届

出

年

月

日

漆

原

金

作

行
田
市
議
会
議
員

う
る
金
後
援
会

平
成
二
十
年

五
月

十
五
日

平
成
二
十
年

五
月

十
五
日

久
保
田

茂

男

所
沢
市
議
会
議
員

久
保
田
茂
男
後
援
会

平
成
二
十
年

五
月

十
八
日

平
成
二
十
年

五
月

十
九
日

森

崎

成

喜

日
高
市
議
会
議
員

森
崎
し
げ
よ
し
後
援
会

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

平
成
二
十
年

五
月

二
十
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治

団
体
か
ら
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
八
年
分
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

－３２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－３３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－３４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－３５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－３６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－３７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－３８－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－３９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４０－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４１－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４８－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－４９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５０－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５１－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５８－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－５９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－６０－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－６１－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－６２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－６３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－６４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－６５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



－６６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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－６７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
７
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
執
行
し
た
監
査
の

結
果
を
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２０
年
６
月
２７
日

埼
玉
県
監
査
委
員
春
日
敏
彦

埼
玉
県
監
査
委
員
米
田
正
巳

埼
玉
県
監
査
委
員
樋
口
�
利

埼
玉
県
監
査
委
員
小
島
信
昭

監
査
の
結
果

１
監
査
の
概
要

�
監
査
の
対
象
団
体
及
び
監
査
実
施
時
期

埼
玉
県
が
補
助
金
、
負
担
金
、
貸
付
金
、
損
失
補
償
、
利
子
補
給
そ
の
他
の
財
政
的
援
助

を
与
え
て
い
る
団
体
、
資
本
金
等
の
４
分
の
１
以
上
を
出
資
し
て
い
る
団
体
に
つ
い
て
監
査

を
実
施
す
る
も
の
で
、
こ
の
う
ち
１３０
団
体
に
つ
い
て
、
平
成
１９
年
１０
月
か
ら
平
成
２０
年
３

月
ま
で
の
間
に
実
施
し
た
。

�
監
査
の
対
象
事
項

ア
平
成
１８
年
度
の
出
資
団
体
に
お
け
る
出
納
そ
の
他
の
事
務

イ
平
成
１８
年
度
に
埼
玉
県
が
交
付
し
た
補
助
金
等
財
政
的
援
助
の
出
納
そ
の
他
の
事
務

２
監
査
の
結
果
及
び
意
見

監
査
対
象
団
体
別
の
監
査
の
結
果
及
び
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
指
摘
事
項

及
び
注
意
事
項
以
外
の
軽
微
な
不
当
事
項
等
に
つ
い
て
は
、
監
査
対
象
団
体
及
び
所
管
部
局
に

そ
の
都
度
注
意
し
た
。

・
指
摘
事
項
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
並
び
に
事
務
の

執
行
が
、
違
法
又
は
不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
総
合
的
に
勘
案
し
て
重
大

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

・
注
意
事
項
は
、
違
法
又
は
不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
指
摘
事
項
及
び
軽
微

な
事
項
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

�
団
体
別
監
査
結
果

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社

所
管
部
局

産
業
労
働
部
（
企
業
誘
致
・
経
営
支
援
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
７
月
２４
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
９
月
２５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

５
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
５
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

１００
％

２
補
助
金

�
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社
事
業
費
補
助
金
（
中
小
企
業
支
援
セ
ン

タ
ー
事
業
）

２８
，６５６
，０００
円

�
埼
玉
県
中
心
市
街
地
活
性
化
推
進
事
業
費
補
助
金

２
，３９２
，０５５
円

�
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社
事
業
費
補
助
金
（
空
き
店
舗
情
報
提
供

事
業
）

１
，８８２
，０００
円

�
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社
事
業
費
補
助
金
（
産
学
連
携
推
進
事

業
）

２２
，２２１
，０００
円

�
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社
事
業
費
補
助
金
（
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ

ン
支
援
事
業
）

４
，７０３
，０００
円

�
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社
事
業
費
補
助
金
（
知
的
財
産
支
援
事

業
）

２８
，４６６
，０００
円

�
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社
事
業
費
補
助
金
（
受
注
企
業
振
興
助
成

事
業
）

１０
，０６９
，０００
円

	
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社
事
業
費
補
助
金
（
中
小
企
業
情
報
化
支

援
事
業
）

３０
，９２２
，０００
円



埼
玉
県
県
単
独
中
小
企
業
設
備
貸
付
事
業
債
権
管
理
推
進
費
補
助
金

８
，９５４
，２６０
円

�
埼
玉
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
事
務
費
補
助
金
６
，３９４
，５２３
円

�
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社
事
業
費
補
助
金
（
総
務
管
理
事
業
）

－６８－
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４０９
，５７４
，０００
円

�
創
造
的
投
資
育
成
事
業
運
営
費
補
助
金

１６
，２７３
，０００
円

３
負
担
金

埼
玉
県
地
域
結
集
型
共
同
研
究
事
業
費
負
担
金

１５
，７５５
，５６１
円

４
貸
付
金
（
平
成
１８
年
度
末
元
金
現
在
高
）

�
埼
玉
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
貸
付
金
３７４
，５１０
，０００
円

�
基
金

１
，６６８
，７５０
，０００
円

�
投
資
育
成
事
業
投
資
原
資

６９２
，０２１
，０００
円

�
中
小
企
業
高
度
化
資
金

１６
，８８２
，０００
円

�
埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
公
社
事
業
費
補
助
金

３００
，０００
，０００
円

５
損
失
補
償
（
平
成
１８
年
度
末
損
失
補
償
対
象
額
）

�
設
備
貸
与
事
業
に
係
る
損
失
補
償

１１２
，７２５
，３７９
円

�
設
備
資
金
貸
付
事
業
に
係
る
損
失
補
償

８４
，９０１
，１００
円

�
投
資
育
成
事
業
に
係
る
損
失
補
償

１
，０８６
，５７１
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
埼
玉
県
農
林
公
社

所
管
部
局

農
林
部
（
農
業
政
策
課
・
生
産
振
興
課
・
森
づ
く
り
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
７
月
２０
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
２５
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

８０６
，３００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
１
，２６６
，４３７
，５００
円

県
の
出
資
割
合

６３
．６６
％

２
補
助
金

�
埼
玉
県
農
地
活
用
促
進
事
業
（
農
地
保
有
合
理
化
事
業
）
費
補
助
金

４３
，６６６
，０００
円

�
見
沼
農
業
活
性
化
対
策
事
業
（
見
沼
農
業
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
）
費

補
助
金

１１
，５５６
，０００
円

�
新
規
就
農
支
援
事
業
（
就
農
相
談
窓
口
整
備
推
進
事
業
（
新
規
就
農

相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
事
業
の
う
ち
新
規
就
農
相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
））費

補
助
金

１０
，４４０
，０００
円

�
新
規
就
農
支
援
事
業
（
就
農
相
談
窓
口
整
備
推
進
事
業
（
新
規
就
農

相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
事
業
の
う
ち
事
業
推
進
体
制
整
備
））費
補
助
金

８
，７８２
，０００
円

�
木
の
あ
る
生
活
空
間
づ
く
り
事
業
（
普
及
啓
発
活
動
事
業
）
補
助
金

３００
，０００
円

�
美
し
い
森
づ
く
り
事
業
（
分
収
林
整
備
高
度
化
事
業
）
補
助
金

５５５
，０００
円

�
美
し
い
森
づ
く
り
事
業
（
公
的
森
林
整
備
推
進
事
業
）
補
助
金

４０
，８１６
，５８５
円

	
森
林
循
環
利
用
推
進
事
業
（
推
進
計
画
管
理
事
業
、
協
働
の
森
づ
く

り
事
業
）
補
助
金

５００
，０００
円



森
林
機
能
保
全
特
別
対
策
（
緊
急
間
伐
事
業
）
補
助
金１２
，２４７
，４００
円

�
循
環
モ
デ
ル
重
点
地
区
整
備
事
業
（
森
林
整
備
支
援
事
業
）
補
助
金

８
，７６０
，３１０
円

�
林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
活
動
促
進
事
業
補
助
金
１
，３３０
，０００
円

３
貸
付
金
（
平
成
１８
年
度
末
元
金
残
高
）

�
埼
玉
県
農
林
公
社
貸
付
金
（
農
業
振
興
局
）

９０
，５４６
，０００
円

�
埼
玉
県
農
林
公
社
貸
付
金
（
森
林
局
）

５
，４７６
，４０５
，０００
円

４
損
失
補
償
（
平
成
１８
年
度
末
元
金
残
高
）

�
埼
玉
県
農
地
保
有
合
理
化
事
業
資
金
損
失
補
償

２０６
，８７８
，０６９
円

�
埼
玉
県
農
林
公
社
造
林
等
損
失
補
償

９
，４４２
，０３０
，７９３
円

５
公
の
施
設
の
管
理
委
託
（
指
定
管
理
）

�
埼
玉
県
農
林
公
園

８５
，０００
，００００

円
�
埼
玉
県
種
苗
セ
ン
タ
ー

１２０
，１５４
，０００
円

�
埼
玉
県
森
林
科
学
館

１６
，９９４
，０００
円

�
埼
玉
県
県
民
の
森

８
，２５９
，５８０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

埼
玉
県
土
地
開
発
公
社

所
管
部
局

県
土
整
備
部
（
用
地
課
）
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監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
８
月
９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
１５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

１００
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
１００
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

１００
％

２
補
助
金

県
土
整
備
部
所
管
指
定
出
資
法
人
外
部
監
査
補
助
金

９４５
，０００
円

３
債
務
保
証
（
平
成
１８
年
度
末
元
金
残
高
）

埼
玉
県
土
地
開
発
公
社
用
地
補
償
費
等
借
入
金
債
務
保
証

３
，２３１
，６２８
，９７９
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

埼
玉
県
道
路
公
社

所
管
部
局

県
土
整
備
部
（
道
路
政
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
８
月
９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
９
月
１１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

１３
，２０８
，５００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
１３
，２０８
，５００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

１００
％

２
補
助
金

県
土
整
備
部
所
管
出
資
法
人
外
部
監
査
補
助
金

８００
，６２５
円

３
貸
付
金
（
平
成
１８
年
度
末
元
金
現
在
高
）

�
運
営
資
金
貸
付
金

１
，９２４
，７３５
，０００
円

�
富
士
見
川
越
道
路
資
金
貸
付
金

４００
，０００
，０００
円

４
債
務
保
証
（
平
成
１８
年
度
末
債
務
保
証
対
象
額
）

�
国
（
国
土
交
通
省
）
貸
付
金
債
務
保
証

１０
，９２１
，９８３
，２７５
円

�
公
営
企
業
金
融
公
庫
貸
付
金
債
務
保
証

３
，５３５
，０３９
，２３４
円

�
埼
玉
り
そ
な
銀
行
貸
付
金
債
務
保
証

４２０
，１１５
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
河
川
公
社

所
管
部
局

県
土
整
備
部
（
河
川
砂
防
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
８
月
１０
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
１０
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

１８
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
３５
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

５１
．４３
％

２
貸
付
金
（
平
成
１８
年
度
末
元
金
現
在
高
）

�
運
営
資
金
貸
付
金

１２
，０００
，０００
円

�
設
備
更
新
貸
付
金

５３
，２２０
，０００
円

３
損
失
補
償
（
平
成
１８
年
度
末
損
失
補
償
対
象
額
）

マ
リ
ー
ナ
整
備
資
金
等
借
入
金
損
失
補
償

２０７
，３１０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
下
水
道
公
社

所
管
部
局

都
市
整
備
部
（
下
水
道
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
８
月
８
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
２３
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

出
資
金

県
の
出
資

５２
，７３０
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
１０５
，４６０
，０００
円

県
の
出
資
割
合

５０
．００
％

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社

所
管
部
局

都
市
整
備
部
（
住
宅
課
）

－７０－
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監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
７
月
２５
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
２２
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

４０
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
４０
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

１００
％

２
補
助
金

埼
玉
県
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
家
賃
減
額
補
助
金

２８
，１６８
，８００
円

３
貸
付
金
（
平
成
１８
年
度
末
元
金
現
在
高
）

連
続
立
体
交
差
緊
急
整
備
事
業
（
東
武
伊
勢
崎
線
の
鉄
道
高
架
化
事

業
）
に
要
す
る
資
金

１
，９９１
，２００
，０００
円

４
損
失
補
償
（
平
成
１８
年
度
末
損
失
補
償
対
象
額
）

�
国
の
宅
地
開
発
関
連
公
共
施
設
整
備
事
業
資
金
収
益
回
収
特
別
貸
付

金
損
失
補
償

２０８
，７００
，０００
円

�
上
木
崎
賃
貸
住
宅
建
設
資
金
借
入
金
損
失
補
償

２３７
，５００
，０００
円

５
委
託
料

�
県
営
住
宅
（
管
理
代
行
）

４
，１０１
，５８８
，０６０
円

�
特
別
県
営
住
宅
（
指
定
管
理
）

１３９
，４２８
，０００
円

�
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
（
指
定
管
理
）

１５
，８５９
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

所
管
部
局

教
育
局
（
生
涯
学
習
文
化
財
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
８
月
１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
２５
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

１０
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産

１０
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

１００
％

２
貸
付
金
（
平
成
１８
年
度
末
元
金
残
高
）

整
理
事
務
所
賃
借
に
係
る
敷
金
・
保
証
金
貸
付
金

３９
，９４６
，４００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
暴
力
追
放
・
薬
物
乱
用
防
止
セ
ン
タ
ー

所
管
部
局

警
察
本
部
（
組
織
犯
罪
対
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
７
月
３１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
１５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

出
資
金

県
の
出
資

７７９
，５８７
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
１
，０４０
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

７４
．９６
％

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

株
式
会
社
秩
父
開
発
機
構

所
管
部
局

企
画
財
政
部
（
地
域
政
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
８
月
１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
１７
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

１２３
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産

４８０
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

２５
．６３
％

２
公
の
施
設
の
管
理
委
託

埼
玉
県
長
瀞
総
合
射
撃
場
管
理
運
営
業
務
委
託
（
指
定
管
理
）

６
，４８３
，３５４
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

埼
玉
高
速
鉄
道
株
式
会
社

所
管
部
局

企
画
財
政
部
（
交
通
政
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
８
月
２
日
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委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
２３
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

３０
，２５０
，６５０
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
７６
，５３２
，８００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

３９
．５３
％

２
補
助
金

埼
玉
県
埼
玉
高
速
鉄
道
株
式
会
社
経
営
安
定
化
対
策
補
助
金

６３３
，８３２
，７６２
円

３
貸
付
金
（
平
成
１８
年
度
末
元
金
現
在
高
）

埼
玉
高
速
鉄
道
線
整
備
事
業
費
貸
付
金

９
，４７０
，８６０
，０００
円

４
損
失
補
償
（
平
成
１８
年
度
末
損
失
補
償
対
象
額
）

�
埼
玉
高
速
鉄
道
線
の
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
へ
の
償

還
資
金
貸
付
に
関
す
る
損
失
補
償

２５
，１７９
，０００
，０００
円

�
埼
玉
高
速
鉄
道
線
建
設
資
金
貸
付
に
関
す
る
損
失
補
償

３７
，７３１
，３５７
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
消
防
協
会

所
管
部
局

危
機
管
理
防
災
部
（
消
防
防
災
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
８
月
３
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
８
月
２９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

１００
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
３１８
，５３１
，８２２
円

県
の
出
資
割
合

３１
．３９
％

２
補
助
金

埼
玉
県
消
防
協
会
補
助
金

５
，０４０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
さ
い
た
ま
緑
の
ト
ラ
ス
ト
協
会

所
管
部
局

環
境
部
（
自
然
環
境
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
９
月
２０
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
１９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

５
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産
１２
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

４１
．６７
％

２
補
助
金

�
普
及
啓
蒙
活
動
事
業
費
補
助
金

９３０
，０００
円

�
管
理
運
営
事
業
費
補
助
金

１４
，８０８
，０００
円

３
公
の
施
設
の
管
理
委
託

緑
の
ト
ラ
ス
ト
保
全
地
保
全
管
理
業
務
委
託

７
，６０２
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー

所
管
部
局

産
業
労
働
部
（
産
業
労
働
政
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
７
月
２６
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
２２
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

５０
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産

１５０
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

３３
．３３
％

２
公
の
施
設
の
管
理

�
埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
施
設
管
理
業
務
委
託
（
指
定
管
理
）

２５
，０００
，０００
円

�
埼
玉
県
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
施
設
管
理
業
務
委
託
４７
，５６２
，０００
円

�
埼
玉
県
警
察
外
国
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
施
設
管
理
業
務
委
託

２
，６６２
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

株
式
会
社
さ
い
た
ま
ア
リ
ー
ナ
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所
管
部
局

都
市
整
備
部
（
新
都
心
事
業
調
整
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
７
月
２７
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
９
月
４
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

１
出
資
金

県
の
出
資

１５０
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産

４９５
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

３０
．３０
％

２
公
の
施
設
の
管
理
委
託

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
・
け
や
き
ひ
ろ
ば
管
理
運
営
業
務
委
託

（
指
定
管
理
）

１２８
，６０１
，１３３
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
伝
統
工
芸
協
会

所
管
部
局

産
業
労
働
部
（
観
光
振
興
室
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
８
月
７
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１０
月
１７
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

出
資
金

県
の
出
資

２０
，０００
，０００
円

団
体
の
基
本
財
産

６０
，０００
，０００
円

県
の
出
資
割
合

３３
．３３
％

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
清
風
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
社
会
福
祉
課
・
障
害
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２７
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
心
身
障
害
児
特
別
療
育
費
補
助
金

４５
，６２５
，８００
円

２
社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
補
助
金

２６
，３８５
，０００
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

８３５
，９２０
円

４
埼
玉
県
社
会
福
祉
施
設
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
推
進
事
業
費
補
助
金

６００
，０００
円

５
埼
玉
県
事
業
者
コ
ス
ト
対
策
事
業
費
補
助
金

５８９
，０００
円

６
埼
玉
県
重
症
心
身
障
害
児
施
設
貸
し
お
む
つ
利
用
事
業
補
助
金

５４４
，０７０
円

７
埼
玉
県
社
会
福
祉
法
人
等
減
免
事
業
補
助
金

６７
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
た
て
ば
友
愛
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
社
会
福
祉
課
・
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
４
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

５７
，４２７
，８１１
円

２
産
休
等
代
替
職
員
費
補
助
金

３４４
，５２０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
明
正
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
１５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１７
，４３０
，４００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１７
，３５８
，１７７
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
鳩
ヶ
谷
啓
和
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）
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監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
３
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
３０
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１９
，４４２
，１２５
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２０
，６０６
，８７２
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，７６４
，２８１
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
愛
心
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
４
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２１
，７２７
，５３０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
支
部
埼
玉
県
済
生
会
（
彩
光
苑
）

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
２９
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１６
，９９２
，０８０
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
と
な
る
入
所
者

数
を
誤
っ
て
把
握
し
て
い
た
。
ま
た
、
施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算
に
つ
い

て
、
事
業
の
実
支
出
額
が
申
請
額
を
下
回
っ
た
が
、
県
へ
の
報
告
を
怠
り
、

補
助
金
が
過
大
に
交
付
さ
れ
て
い
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
現
成
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１６
，４４１
，３８０
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１６
，２９９
，１９６
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

７
，３２９
，８２５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
寛
友
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
１１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２１
，８０６
，８４８
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１０
，２３２
，８３９
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，３６６
，１２８
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
に
係
る
民
間
施
設
給
与
等
改
善
費
加
算

に
つ
い
て
、
職
員
の
勤
続
年
数
の
算
定
を
誤
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
補
助

金
が
過
大
に
交
付
さ
れ
て
い
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
雄
飛

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
１１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
１５
日
（
書
面
）

－７４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２５
，３２３
，１６８
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１２
，６７２
，８７４
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，３９９
，１３０
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
に
係
る
民
間
施
設
給
与
等
改
善
費
加
算

に
つ
い
て
、
職
員
の
勤
続
年
数
の
算
定
を
誤
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
補
助

金
が
過
大
に
交
付
さ
れ
て
い
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
か
つ
み
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
１２
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２１
，９７１
，９４０
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１０
，２３０
，４７９
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，６７５
，８００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
平
成
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
１５
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
１２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２２
，０４３
，５４０
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１７
，１７０
，７５５
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，１８２
，１２５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
宏
和
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
１８
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
１５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２３
，１６８
，０４６
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２２
，６７５
，９００
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，９８５
，６２５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
大
瑠
璃
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
１８
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２１
，９９４
，９２０
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

７
，８９７
，４１６
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
と
な
る
入
所
者

数
を
誤
っ
て
把
握
し
て
い
た
た
め
、
補
助
金
が
過
大
に
交
付
さ
れ
て
い
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
誠
由
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
１９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２７
日
（
書
面
）

－７５－
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財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２３
，２５０
，７６３
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１１
，３９０
，５５５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
世
希
泉
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
１９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
１５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２６
，０６４
，５４４
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１７
，１５０
，１２７
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，５４９
，９８１
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
宥
和

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
２４
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
３０
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２４
，５３４
，７５７
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２０
，０１３
，０５０
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，７７１
，３３２
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
大
井
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
２４
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２６
，３３５
，２１０
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１２
，６０３
，９５８
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，９８４
，５００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
あ
す
な
ろ
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
２５
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金
７４
，５８０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
み
な
わ
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
３０
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２６
，０９３
，５００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１１
，６０６
，０５０
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，５６４
，１００
円

－７６－
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監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
隆
信
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
１５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２８
，９５７
，７６０
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２４
，５００
，１９８
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，５３１
，２５０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
朋
映
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
２９
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２６
，６３３
，４００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２４
，０１７
，０１８
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

５
，５０２
，６７５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
大
樹
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２９
，２５９
，４６１
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１１
，７６２
，０８６
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

４
，２６７
，６７２
円

４
埼
玉
県
介
護
老
人
保
健
施
設
整
備
利
子
補
助
金

４
，７９２
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
藤
香
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
３０
日

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２５
，６１０
，６５２
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１０
，２２２
，１６０
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，１７９
，４０６
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
正
生
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
６
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
１４
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２７
，４６５
，１４２
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１８
，７１９
，５７５
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，９２１
，２４２
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

－７７－
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監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
桑
の
実
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
６
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

３０
，３５３
，７５０
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１１
，１４４
，０１９
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

３
，６７３
，７７７
円

４
埼
玉
県
介
護
老
人
保
健
施
設
整
備
利
子
補
助
金

６
，２４３
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
清
豊
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
７
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
１５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２８
，９７９
，６９４
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

８
，８１６
，０９５
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

３
，１９３
，９８７
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
柏
樹
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
７
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
１２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

３１
，８２６
，７８１
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２０
，９７３
，２６４
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

４
，０６５
，３７５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
狭
山
福
祉
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
８
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

５４
，２５８
，４００
円

２
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金
２２２
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
栄
光
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２８
，０２８
，７２０
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２２
，８５５
，７３０
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

８
，２３０
，５００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
武
蔵
野
福
祉
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

－７８－
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監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
１２
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２９
，１２７
，４６４
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

８
，３９３
，３２９
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，３１５
，８７５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
越
寿
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
１３
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
１４
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２９
，２６９
，５４６
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１０
，５０２
，０８６
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

３
，４４０
，３４０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
さ
き
た
ま
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
１３
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

６４
，８００
，０００
円

２
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，８１８
，８６６
円

３
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
推
進
資
金
償
還
金
補
助
金

３７１
，４８８
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
蓬
莱
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
１５
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金１３６
，０２０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
英
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
１６
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
１４
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２９
，６１７
，４０８
円

２
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金
９９９
，２８１
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
幸
竹
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２０
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

３１
，０９３
，７６７
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

８
，６０３
，２５８
円

－７９－
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監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
浦
和
の
里

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２０
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２０
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

１７５
，０１０
，０００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１３
，３４６
，５０７
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金
６５２
，０５０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
殿
山
福
祉
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
１４
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

５８
，３２０
，０００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２
，０８０
，９５７
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，０５３
，８１０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
み
よ
し
の
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２６
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金１３６
，０２０
，０００
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金
の
設
備
整
備
費

補
助
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
外
で
あ
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
分
の
設
備
整
備

及
び
紙
お
む
つ
購
入
の
経
費
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
補
助
金
が
過

大
に
交
付
さ
れ
て
い
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
聖
久
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２７
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

３４
，５６０
，０００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１３
，８３２
，７２３
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金
８９６
，３１０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
入
間
川
福
祉
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

８４
，４５６
，０００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

－８０－
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１４
，０７６
，３７８
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
末
広
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
３０
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金１６７
，８１４
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
久
喜
同
仁
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
３
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

３２
，０３１
，５６１
円

２
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

２５
，９２０
，０００
円

３
埼
玉
県
介
護
老
人
保
健
施
設
整
備
利
子
補
助
金

３
，８２９
，０００
円

４
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

３
，６０６
，８２４
円

５
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，９４３
，４３７
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
大
里
ふ
く
し
む
ら

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
４
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金１８４
，００５
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
恒
寿
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

５８
，３２０
，０００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１２
，３６４
，９８９
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，２０８
，７５０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
武
蔵
野
ユ
ー
ト
ピ
ア
ダ
イ
ア
ナ
ク
ラ
ブ

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
６
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

５８
，６９１
，５２１
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
椿
寿
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

－８１－
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監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
６
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２７
，６７５
，０４１
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

３
，７７２
，７２６
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，４０４
，６８７
円

４
社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
県
費
補
助
金

１
，３２２
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
は
ぐ
く
む
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
・
障
害
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
７
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

６４
，２９０
，０００
円

２
介
護
老
人
保
健
施
設
整
備
利
子
補
助
金

９
，９８０
，０００
円

３
障
害
者
就
労
訓
練
設
備
等
整
備
事
業
費
補
助
金

８
，３７７
，０００
円

４
事
業
者
コ
ス
ト
対
策
事
業
費
補
助
金

２００
，０００
円

５
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金
１３３
，５００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
ケ
ア
ネ
ッ
ト

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１０
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金
６４
，２９０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
平
盛
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１１
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

６４
，８００
，０００
円

２
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，６４４
，０９３
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
弘
和
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
社
会
福
祉
課
・
高
齢
者
福
祉
課
・
子
ど
も
安
全
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２７
，７９５
，００４
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１０
，１８８
，９１９
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，９７２
，６８１
円

４
児
童
自
立
支
援
総
合
対
策
事
業
費
補
助
金

５
，２２９
，２８３
円

５
埼
玉
県
社
会
福
祉
施
設
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
推
進
事
業
費
補
助
金

６００
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
み
な
の
福
祉
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

－８２－
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監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

６０
，４８０
，０００
円

２
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１５
，６３７
，１８６
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

６
，０４６
，９８７
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
福
祉
楽
団

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１２
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金
９１
，２９０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
和
泉
の
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１３
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

６４
，８００
，０００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１６
，７８４
，０５５
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，５６０
，９３７
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
新
座
福
祉
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１４
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金２８３
，０２０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
永
楽
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１７
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金
７２
，０００
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
水
梅
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１８
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

７７
，７６０
，０００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１５
，０１６
，７０６
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金
３１０
，５００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
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監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
松
川
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金
８１
，０００
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
隼
人
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
２０
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

１２９
，１００
，０００
円

２
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１９
，６３２
，３４０
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

５
，１９７
，５００
円

４
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金
３７２
，９６５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
白
寿
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
２１
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

１５１
，０００
，０００
円

２
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

３７
，２７７
，４００
円

３
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１４
，９９１
，５２６
円

４
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

３
，４２２
，２５０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
元
気
村

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
９
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
２９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

２６５
，６４４
，０００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

６
，５１６
，３２０
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

８
，５２１
，４０６
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
豊
井
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
９
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２７
，０２０
，０００
円

２
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

５
，７４５
，５１７
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
松
仁
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）
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第����号平成��年�月��日（金曜日）



監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
１０
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
２８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

１５４
，３００
，０００
円

２
旧
県
営
養
護
老
人
ホ
ー
ム
長
楽
園
解
体
撤
去
事
業
費
補
助
金

７６
，１２５
，０００
円

３
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１６
，２４１
，２４１
円

４
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金
２９０
，２５０
円

５
社
会
福
祉
施
設
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
推
進
事
業
費
補
助
金
６００
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
緑
風
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
１１
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
４
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

２１７
，０１０
，０００
円

２
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１５
，７３４
，９１４
円

３
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２２
，９１５
，０００
円

４
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，４４６
，９５０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
相
愛
福
祉
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
１５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

１１０
，５８０
，０００
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１７
，２８７
，９０６
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，７５９
，５００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
キ
ン
グ
ス
ガ
ー
デ
ン
埼
玉

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
１５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
１２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

１０８
，０００
，０００
円

２
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１７
，０６１
，７５２
円

３
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

４８
，０９７
，７４６
円

４
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

６
，５１４
，１２５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
敬
愛
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
１６
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
２３
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

１７５
，０１０
，０００
円

２
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，７４８
，２９６
円
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３
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金
６６４
，１４４
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
幸
和
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
１７
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
１３
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

１６８
，４０２
，０００
円

２
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１７
，５１０
，０００
円

３
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２３
，６８４
，８０８
円

４
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

４
，１４０
，７１３
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
安
心
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
２１
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
２９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

３９９
，５９０
，０００
円

２
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１２
，５３２
，７４０
円

３
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１８
，６８６
，９３６
円

４
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

３
，０８３
，１１２
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
長
寿
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
２２
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１０
，７９２
，８５６
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１７
，７３１
，２７２
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金
５１２
，０７０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
秋
桜
園

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
２２
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
１８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

７
，７２３
，４５４
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２７
，０９１
，６２９
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１２
，５９２
，１２５
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
に
係
る
施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算
に

つ
い
て
、
事
業
の
実
支
出
額
が
申
請
額
を
下
回
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

県
へ
の
報
告
を
怠
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
補
助
金
が
過
大
に
交
付
さ
れ
て

い
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
靖
和
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
２４
日

－８６－
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委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１５
，８７６
，３７２
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２１
，２９５
，３４６
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

３
，４９３
，１２５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
ル
ス
ト
ホ
フ
志
木

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
２９
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
１２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１５
，３９２
，９２３
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
明
和
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
３０
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１４
，０３９
，３４５
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１８
，５２４
，０８９
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，８０６
，４０２
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
彩
光
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
３０
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
１３
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１３
，８５５
，７７０
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

９
，８０９
，５２０
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１７
，８６５
，９３７
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
に
係
る
施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算
に

つ
い
て
、
事
業
の
実
支
出
額
が
申
請
額
を
下
回
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

県
へ
の
報
告
を
怠
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
補
助
金
が
過
大
に
交
付
さ
れ
て

い
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
吉
祥
福
寿
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
３１
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１１
，６７８
，６５２
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２３
，４８６
，２６８
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

５
，０５６
，８７５
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
武
蔵
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
１３
日
（
書
面
）

－８７－
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財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

２０３
，９２２
，０００
円

２
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

２６
，８４９
，６００
円

３
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

７
，６２３
，７５２
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
至
福
の
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
１３
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

１１
，４２２
，５０３
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

２２
，２９４
，２１８
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，３８８
，２６２
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
と
な
る
入
所
者

数
を
誤
っ
て
把
握
し
て
い
た
た
め
、
補
助
金
が
過
大
に
交
付
さ
れ
て
い
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
邑
元
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
８
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２０
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

６
，１１９
，９８５
円

２
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金

１０
，４８２
，２１３
円

３
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

５
，８９０
，５００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

医
療
法
人
秀
峰
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
障
害
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
４
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
埼
玉
県
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金
３９
，２９５
，０００
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

１
国
の
配
置
基
準
を
上
回
る
職
員
配
置
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精

神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金
の
指
導
員
加
算
を
申
請
し

て
い
た
。

２
同
一
建
物
内
に
所
在
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
と
地
域
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
の
共
通
経
費
に
つ
い
て
、
合
理
的
な
基
準
に
基
づ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
配
分
し
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
人

で
は
全
額
を
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
に
配
分
し
て
い
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
支
部
埼
玉
県
済
生
会
（
鴻
巣
病
院
）

所
管
部
局

福
祉
部
（
障
害
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
２９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１１
月
２７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金５１
，８８９
，０００
円

２
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

１
，３５１
，３５０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
西
熊
谷
病
院

－８８－
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所
管
部
局

福
祉
部
（
障
害
者
福
祉
課
）
・
保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
１
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
１２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金５２
，５８７
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金

８
，０１０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

医
療
法
人
高
仁
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
障
害
者
福
祉
課
・
高
齢
者
福
祉
課
）
・
保
健
医
療
部
（
医
療
整
備

課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２１
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金６５
，７８９
，０００
円

２
埼
玉
県
介
護
老
人
保
健
施
設
整
備
利
子
補
助
金

１０
，３１７
，０００
円

３
埼
玉
県
病
院
内
保
育
所
運
営
費
補
助
金

１
，８４７
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

医
療
法
人
社
団
双
里
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
障
害
者
福
祉
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２８
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
２９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
埼
玉
県
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金
４０
，９１６
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

医
療
法
人
全
和
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
高
齢
者
福
祉
課
・
障
害
者
福
祉
課
）
・
保
健
医
療
部
（
医
療
整
備

課
・
疾
病
対
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１１
月
２９
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金
１００
，５５２
，０００
円

２
埼
玉
県
介
護
老
人
保
健
施
設
整
備
利
子
補
助
金

１０
，６５６
，０００
円

３
埼
玉
県
病
院
内
保
育
所
運
営
費
補
助
金

１
，０７１
，０００
円

４
埼
玉
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
整
備
促
進
資
金
償
還
金
補
助
金
７０７
，２００
円

５
定
期
病
状
報
告
等
報
告
書
補
助
金

３２６
，０００
円

６
事
業
者
コ
ス
ト
対
策
事
業
費
補
助
金

２７７
，２００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

医
療
法
人
川
越
同
仁
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
障
害
者
福
祉
課
）・
保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
・
疾
病
対
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１３
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
２３
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金３６
，１９３
，０００
円

２
埼
玉
県
病
院
内
保
育
所
運
営
費
補
助
金

１
，５３２
，０００
円

３
定
期
病
状
報
告
等
報
告
書
補
助
金

２９２
，０００
円

監
査
の
結
果

注
意
事
項

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金
の
民
間
施
設
給
与
等
改
善

費
加
算
に
つ
い
て
、
職
員
の
勤
続
年
数
の
算
出
を
誤
っ
た
た
め
、
補
助
金
が

過
大
に
交
付
さ
れ
て
い
た
。

監
査
対
象
団
体

医
療
法
人
慶
榮
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
障
害
者
福
祉
課
）
・
保
健
医
療
部
（
疾
病
対
策
課
）

－８９－
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監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
１８
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
４
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金３９
，６３３
，０００
円

２
定
期
病
状
報
告
等
報
告
書
補
助
金

４８８
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
聴
覚
障
害
者
協
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
障
害
者
福
祉
課
・
障
害
者
社
会
参
加
推
進
室
長
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
２６
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
運
営
費
補
助
金

３２
，１６８
，９８９
円

２
埼
玉
県
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
借
入
金
利
子
補
助
金

２
，３２５
，０００
円

３
聴
覚
障
害
者
災
害
時
等
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
支
援
事
業
補

助
金

２
，３４１
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
彩
の
国
ふ
か
や
福
祉
会

所
管
部
局

福
祉
部
（
こ
ど
も
安
全
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１０
月
２２
日

委
員
監
査
平
成
１９
年
１２
月
１２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
費
県
費
補
助
金

７４
，１８９
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
慈
徳
院

所
管
部
局

福
祉
部
（
こ
ど
も
安
全
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
１９
年
１２
月
２０
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
１
月
１８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
県
費
補
助
金

７４
，５９３
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
埼
玉
県
医
師
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
国
保
医
療
課
・
医
療
整
備
課
・
疾
病
対
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
８
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
臨
床
検
査
精
度
管
理
オ
ー
プ
ン
調
査
事
業
補
助
金

４
，３６７
，９００
円

２
周
産
期
医
療
体
制
整
備
事
業
費
補
助
金

１９
，２３３
，０００
円

３
中
小
医
療
機
関
看
護
職
員
就
労
促
進
事
業
補
助
金

２
，４８９
，０００
円

４
医
学
会
等
補
助
金

８１０
，０００
円

５
乳
が
ん
読
影
等
講
習
会
事
業
費
補
助
金

１
，５００
，０００
円

６
保
険
医
療
機
関
等
指
導
事
業
費
補
助
金

１
，６２０
，０００
円

７
乳
幼
児
医
療
費
支
給
事
業
実
施
補
助
金

２１
，１８４
，９５０
円

８
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
事
業
実
施
補
助
金

３
，５０２
，５９０
円

９
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
支
給
事
業
実
施
補
助
金

３
，０３７
，２３０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

医
療
法
人
社
団
愛
友
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
２９
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

２６
，５５０
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

１３
，４５５
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

－９０－
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監
査
対
象
団
体

医
療
法
人
社
団
東
光
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
・
疾
病
対
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
２９
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

２６
，５６０
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

１３
，３７５
，０００
円

３
埼
玉
県
病
院
内
保
育
所
運
営
費
補
助
金

４
，４９８
，０００
円

４
結
核
予
防
費
補
助
金

２８
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

医
療
法
人
社
団
蕨
戸
田
市
医
師
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
・
疾
病
対
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
１
月
３１
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

１０
，４８２
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

６
，９８４
，０００
円

３
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
看
護
）

９５０
，０００
円

４
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
准
看
）

９５０
，０００
円

５
結
核
予
防
費
補
助
金
（
看
護
）

６
，０００
円

６
結
核
予
防
費
補
助
金
（
准
看
）

１５
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
朝
霞
地
区
医
師
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
１８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

１３
，３３０
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

８
，１８８
，０００
円

３
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
看
護
）

９５０
，０００
円

４
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
准
看
）

９５０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
川
越
市
医
師
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
６
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
１２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

１３
，２１８
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

１８
，８５２
，０００
円

３
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
看
護
）

９５０
，０００
円

４
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
准
看
）

９５０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
本
庄
市
児
玉
郡
医
師
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
６
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

１６
，２６５
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

８
，４４２
，０００
円

３
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
看
護
）

９５０
，０００
円

４
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
准
看
）

９５０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
飯
能
地
区
医
師
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
７
日

－９１－
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委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

１３
，８７２
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

８
，８５０
，０００
円

３
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
看
護
）

９５０
，０００
円

４
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
准
看
）

９５０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
大
宮
医
師
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
７
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
１８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

１３
，１６５
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

８
，５５４
，０００
円

３
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
看
護
）

９５０
，０００
円

４
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
准
看
）

９５０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
熊
谷
市
医
師
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１２
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
５
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

１１
，１６６
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

８
，６１３
，０００
円

３
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
看
護
）

９５０
，０００
円

４
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
准
看
）

９５０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
支
部
埼
玉
県
済
生
会
（
川
口
総
合
病

院
）

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１３
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金

１６
，５５２
，０００
円

２
埼
玉
県
周
産
期
医
療
施
設
運
営
費
補
助
金

１
，２００
，０００
円

３
埼
玉
県
病
院
内
保
育
所
運
営
費
補
助
金

９０８
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
・
疾
病
対
策
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１４
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
１０
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
運
営
費
等
補
助
金

６０
，４５１
，０００
円

２
感
染
症
指
定
医
療
機
関
運
営
事
業
費
補
助
金

５
，９１８
，０００
円

３
埼
玉
県
周
産
期
医
療
施
設
運
営
費
補
助
金

６
，８６６
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
所
沢
市
医
師
会

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１９
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
３
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
看
護
）

１３
，６７３
，０００
円

２
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
（
准
看
）

８
，４８４
，０００
円

３
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
看
護
）

９５０
，０００
円

４
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
事
業
補
助
金
（
准
看
）

９５０
，０００
円

－９２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

学
校
法
人
埼
玉
医
科
大
学

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
２７
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
２１
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
周
産
期
医
療
施
設
運
営
費
等
補
助
金

４６
，３３２
，０００
円

２
小
児
救
急
医
療
施
設
運
営
費
補
助
金

３５
，６８４
，０００
円

３
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
施
設
整
備
事
業
費
補
助
金

３７
，７６８
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

学
校
法
人
獨
協
学
園

所
管
部
局

保
健
医
療
部
（
医
療
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
２８
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
１０
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
運
営
費
等
補
助
金

６０
，０６３
，０００
円

２
周
産
期
医
療
施
設
運
営
費
補
助
金

１
，２００
，０００
円

３
埼
玉
D
M
AT
整
備
事
業
費
補
助
金

１
，９６６

，０００
円

４
埼
玉
県
病
院
内
保
育
所
運
営
費
補
助
金

９０８
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
青
果
物
価
格
安
定
資
金
協
会

所
管
部
局

農
林
部
（
生
産
振
興
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
１３
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
指
定
野
菜
価
格
安
定
対
策
事
業
費
補
助
金
５４
，３８４
，５００
円

２
特
定
野
菜
等
供
給
産
地
育
成
価
格
差
補
給
事
業
費
補
助
金

２８
，６２４
，１５６
円

３
埼
玉
県
野
菜
価
格
安
定
資
金
造
成
事
業
費
補
助
金
（
県
単
）

３
，７５８
，０３２
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
埼
玉
県
畜
産
会

所
管
部
局

農
林
部
（
畜
産
安
全
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
畜
産
安
全
課
関
係
団
体
運
営
費
補
助
金

１
，１４０
，０００
円

２
埼
玉
県
畜
産
会
畜
産
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
職
員
設
置
費
補
助
金

１
，９５２
，０００
円

３
畜
産
環
境
整
備
機
械
貸
付
事
業
費
補
助
金

２
，８９２
，３７７
円

４
埼
玉
県
畜
産
総
合
対
策
（
家
畜
改
良
増
殖
）
補
助
金

４７０
，０００
円

５
豚
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
等
防
疫
対
策
事
業
補
助
金

３
，８１５
，０００
円

６
肉
豚
生
産
安
定
対
策
事
業
補
助
金

１５
，６０１
，３４４
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

埼
玉
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会

所
管
部
局

農
林
部
（
農
村
整
備
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１９
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
１０
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
土
地
改
良
施
設
維
持
管
理
適
正
化
事
業
補
助
金

９８
，１００
，０００
円

２
土
地
改
良
事
業
促
進
補
助
金

５
，３３０
，０００
円

３
団
体
営
調
査
設
計
事
業
補
助
金

９
，０００
，０００
円

４
土
地
改
良
施
設
管
理
指
導
事
業
補
助
金

２
，１７４
，０００
円

５
土
地
改
良
換
地
等
促
進
事
業
補
助
金

２
，３４２
，０００
円

６
土
地
改
良
相
談
事
業
補
助
金

２
，９１２
，０００
円

７
農
村
総
合
整
備
推
進
事
業
補
助
金

１
，８００
，０００
円

８
基
幹
水
利
施
設
技
術
管
理
強
化
特
別
指
導
事
業
補
助
金２
，７８８
，０００
円

－９３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

ジ
ャ
パ
ン
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
さ
い
た
ま
２００７

実
行
委
員
会

所
管
部
局

農
林
部
（
生
産
振
興
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１９
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
１２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

負
担
金
ジ
ャ
パ
ン
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
開
催
事
業

２１
，４５０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

埼
玉
県
農
業
会
議

所
管
部
局

農
林
部
（
農
業
政
策
課
・
生
産
振
興
課
・
流
通
販
売
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
２０
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
１４
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
埼
玉
県
農
業
会
議
費
補
助
金

４４
，９０２
，０００
円

２
埼
玉
県
農
地
活
用
促
進
事
業
費
補
助
金

２
，９２０
，０００
円

３
埼
玉
県
経
営
構
造
対
策
事
業
費
補
助
金

９
，３００
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

第
１６
回
全
国
産
業
教
育
フ
ェ
ア
埼
玉
大
会
実
行
委
員
会

所
管
部
局

教
育
局
（
高
校
教
育
指
導
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
６
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２７
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

負
担
金
第
１６
回
全
国
産
業
教
育
フ
ェ
ア
埼
玉
大
会
実
行
委
員
会
負
担
金

７４
，９９４
，３４２
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

公
立
学
校
共
済
組
合
埼
玉
支
部

所
管
部
局

教
育
局
（
福
利
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１８
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
公
立
学
校
共
済
組
合
埼
玉
支
部
福
利
厚
生
事
業
補
助

５５
，４２０
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
教
職
員
互
助
会

所
管
部
局

教
育
局
（
福
利
課
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
１８
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
２
月
２８
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
財
団
法
人
埼
玉
県
教
職
員
互
助
会
福
利
厚
生
事
業
補
助
金３３０
，６１８
，０００
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

平
成
２０
年
度
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
埼
玉
県
実
行
委
員
会

所
管
部
局

教
育
局
（
全
国
高
校
総
体
推
進
室
）

監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
２１
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
１２
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

負
担
金
平
成
２０
年
度
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
埼
玉
県
実
行
委
員
会
負
担
金

２９
，２６４
，６９８
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
埼
玉
県
体
育
協
会

所
管
部
局

教
育
局
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
）

－９４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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監
査
実
施
日

職
員
調
査
平
成
２０
年
２
月
２５
日

委
員
監
査
平
成
２０
年
３
月
１４
日
（
書
面
）

財
政
的
援
助

等
の
内
容

補
助
金
１
財
団
法
人
埼
玉
県
体
育
協
会
補
助
金

９８
，２４０
，０００
円

２
財
団
法
人
埼
玉
県
体
育
協
会
事
業
費
補
助
金

１７１
，４５０
，０００
円

３
第
６１
回
国
民
体
育
大
会
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
本
部
役
員
派
遣
費
補
助

２０
，９００
円

４
第
６１
回
国
民
体
育
大
会
本
大
会
本
部
役
員
派
遣
費
及
び
ユ
ニ
ホ
ー
ム

補
助

９１８
，０００
円

５
第
６２
回
国
民
体
育
大
会
冬
季
大
会
ス
ケ
ー
ト
・
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
競

技
会
本
部
役
員
派
遣
費
補
助

９６
，３２０
円

６
第
６２
回
国
民
体
育
大
会
ス
キ
ー
競
技
会
本
大
会
本
部
役
員
派
遣
費
補

助
１５７
，４８０
円

監
査
の
結
果

指
摘
事
項
、
注
意
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

�
部
局
へ
の
注
意

ア
補
助
金
事
務
の
適
正
化
に
つ
い
て
（
福
祉
部
）

県
は
、
下
記
補
助
金
の
審
査
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
証
拠
書
類
等
の
提
出
を
求
め
る

な
ど
、
厳
正
・
適
切
に
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
。

国
の
通
達
、
規
則
及
び
要
綱
等
の
規
程
を
遵
守
し
、
補
助
金
事
務
の
適
正
化
を
図
る
必

要
が
あ
る
。

・
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

・
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営
費
補
助
金

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
費
県
費
補
助
金

イ
法
人
に
対
す
る
適
正
な
指
導
監
督
に
つ
い
て
（
福
祉
部
）

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
の
交
付
額
の
算
定
基
礎
と
な
る
事
務
費
本
人
負
担
額

の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
国
の
通
知
と
は
異
な
る
対
応
を
し
て
い
る
法
人
が
見
ら
れ
た
。

県
は
、
事
務
処
理
の
基
本
と
な
る
国
等
の
通
知
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
定
期

的
に
事
務
研
修
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
法
人
に
対
し
適
正
な
指
導
監
督
を
行
う
必
要
が
あ

る
。

ウ
法
人
に
対
す
る
適
正
な
指
導
監
督
に
つ
い
て
（
保
健
医
療
部
）

看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
及
び
看
護
師
等
養
成
所
教
育
強
化
費
補
助
金
の
額
の

算
定
に
当
た
り
、
県
は
補
助
団
体
に
対
し
統
一
的
な
基
準
を
示
し
て
具
体
的
な
指
導
を
行

っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
交
付
申
請
書
や
実
績
報
告
書
等
の
審
査
事
務
も
十
分
に
実
施

し
て
い
な
か
っ
た
。

県
は
、
補
助
金
の
事
務
処
理
が
補
助
団
体
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
取
扱
い
と
な
ら
な
い
よ

う
、
定
期
的
に
事
務
研
修
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
法
人
に
対
し
適
正
な
指
導
監
督
を
行
う

必
要
が
あ
る
。

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
８
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
知
事
か
ら
監
査
の
結
果
に
よ
り
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２０
年
６
月
２７
日

埼
玉
県
監
査
委
員
春
日
敏
彦

埼
玉
県
監
査
委
員
米
田
正
巳

埼
玉
県
監
査
委
員
樋
口
�
利

埼
玉
県
監
査
委
員
小
島
信
昭

－９５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



監
査
対
象
団
体

所
管
部
局

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日

（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

西
武
造
園
株
式
会
社
・
西
武
緑
化

管
理
株
式
会
社
・
株
式
会
社
植
清

園
グ
ル
ー
プ

都
市
整
備
部
（
公
園
課
）

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

部
局
へ
の
注
意

指
定
管
理
業
務
に
お
い
て
、
適
切
な
管
理
目
標
を
設
定
し
て
い

な
か
っ
た
。

管
理
目
標
は
、
県
と
指
定
管
理
者
が
協
議
の
う
え
県
が
設
定
す

る
も
の
で
あ
り
、
県
は
指
定
管
理
者
制
度
導
入
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
適
切
な
管
理
目
標
を
設
定
し
、
指
定
管
理
者
に
示
す
必
要
が

あ
る
。

指
定
管
理
者
を
指
導
す
る
、
県
土
整
備
事
務
所
等
に
対
し
、
管
理

目
標
に
つ
い
て
、公
園
の
特
性
に
応
じ
、指
定
管
理
業
務
の
中
で
様
々

な
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
繋
が
る
よ
う
、
指
定
管
理
者
と
協
議
の
上
、

適
切
な
管
理
目
標
を
定
め
る
よ
う
会
議
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通

じ
て
周
知
徹
底
し
た
。

ま
た
、
管
理
目
標
設
定
に
あ
た
り
、
各
県
土
整
備
事
務
所
へ
全
指

定
管
理
者
の
管
理
目
標
一
覧
を
送
付
し
、
協
議
上
の
参
考
と
し
、
平

成
２０
年
度
の
管
理
目
標
を
定
め
た
。

財
団
法
人

埼
玉
県
芸
術
文
化
振
興
財
団

県
民
生
活
部
（
文
化
振
興
課
）

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

団
体
へ
の
意
見

施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
工
事
・
委
託
契
約
の
多
く
が
、
業
務

の
特
殊
性
等
を
理
由
に
１
者
に
よ
る
随
意
契
約
と
な
っ
て
い
た

が
、
業
務
内
容
を
再
点
検
の
上
、
可
能
な
限
り
、
経
済
性
や
競
争

性
を
踏
ま
え
た
入
札
・
契
約
方
法
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。

施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
委
託
契
約
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、

平
成
２０
年
度
の
契
約
に
お
い
て
、
空
調
設
備
保
守
点
検
業
務
、
ノ
ー

ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
賃
貸
借
の
入
札
を
実
施
し
た
ほ

か
、
少
額
の
契
約
に
つ
い
て
も
複
数
者
か
ら
の
見
積
り
を
取
る
こ
と

と
し
た
。

財
団
法
人

埼
玉
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

福
祉
部
（
こ
ど
も
安
全
課
）

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

団
体
へ
の
注
意

協
定
書
で
は
、
「
指
定
管
理
業
務
に
係
る
会
計
処
理
は
、
他
の

事
業
か
ら
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
指
定
管
理
者
に
お
い
て
は
、
指
定
管
理
業
務
と
他
の

受
託
事
業
を
同
一
の
会
計
で
処
理
し
て
い
た
。

部
局
へ
の
注
意

指
定
管
理
者
が
、
指
定
管
理
業
務
と
他
の
受
託
事
業
を
同
一
の

会
計
で
処
理
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
県
は
十
分
な
指
導
を
行

っ
て
い
な
か
っ
た
。

平
成
２０
年
３
月
９
日
に
理
事
会
・
評
議
員
会
を
開
催
し
、
会
計
区

分
を
明
確
に
す
る
収
支
予
算
書
を
策
定
し
た
。

埼
玉
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
に
対
し
、
会
計
区
分
を
明
確
に
す

る
よ
う
指
導
を
行
っ
た
。

財
団
法
人

け
や
き
文
化
財
団

教
育
局

（
生
涯
学
習
文
化
財
課
）

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

団
体
へ
の
注
意

利
用
の
許
可
申
請
に
係
る
手
続
き
日
に
つ
い
て
は
、
さ
い
た
ま

文
学
館
管
理
規
則
で
「
利
用
し
よ
う
と
す
る
月
の
属
す
る
月
の
６

月
前
の
月
の
初
日
か
ら
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
指
定
管
理
者
は
内
規
を
定
め
、
全
国
規
模
の
活
動
等

特
定
の
目
的
や
団
体
に
つ
い
て
は
「
１２
月
前
の
１
日
又
は
７
月
前

の
２０
日
」
か
ら
仮
予
約
を
受
け
る
一
方
、
文
芸
活
動
・
生
涯
学
習

活
動
以
外
の
団
体
に
対
し
て
は
「
３
月
前
の
１
日
」
か
ら
と
制
限

し
て
い
た
。

内
規
に
よ
り
、
こ
う
し
た
制
限
を
設
け
る
こ
と
は
適
切
で
は
な

い
。

さ
い
た
ま
文
学
館
の
「
施
設
の
利
用
に
関
す
る
規
程
」
を
平
成
２０

年
４
月
１
日
に
改
正
し
、
文
芸
活
動
・
生
涯
学
習
活
動
以
外
の
団
体

に
対
し
て
も
、
管
理
規
則
で
定
め
ら
れ
た
「
利
用
し
よ
う
と
す
る
月

の
属
す
る
月
の
６
月
前
の
月
の
初
日
か
ら
」
受
け
付
け
る
こ
と
と
し

た
。

－９６－
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部
局
へ
の
注
意

利
用
の
許
可
申
請
に
係
る
手
続
き
日
に
対
し
て
、
指
定
管
理
者

が
管
理
規
則
と
異
な
っ
た
取
扱
い
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し

て
、
県
は
十
分
な
指
導
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

生
涯
活
動
文
化
財
課
か
ら
け
や
き
文
化
財
団
に
対
し
、
「
施
設
の

利
用
に
関
す
る
規
程
」
を
改
正
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社

都
市
整
備
部
（
公
園
課
）

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

団
体
へ
の
注
意

協
定
書
で
は
、
「
指
定
管
理
業
務
に
係
る
会
計
処
理
は
、
他
の

事
業
か
ら
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
指
定
管
理
者
に
お
い
て
は
、
指
定
管
理
業
務
と
他
の

受
託
事
業
を
同
一
の
会
計
で
処
理
し
て
い
た
。

部
局
へ
の
注
意

指
定
管
理
者
が
、
指
定
管
理
業
務
と
他
の
受
託
事
業
を
同
一
の

会
計
で
処
理
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
県
は
十
分
な
指
導
を
行

っ
て
い
な
か
っ
た
。

平
成
１９
年
度
の
決
算
に
つ
い
て
は
指
定
管
理
業
務
と
他
の
受
託
事

業
を
区
分
し
て
計
上
し
た
。
平
成
２０
年
度
の
指
定
管
理
業
務
と
他
の

受
託
事
業
に
つ
い
て
、
各
事
業
の
会
計
ご
と
に
区
分
し
て
管
理
集
計

す
る
た
め
、
電
算
シ
ス
テ
ム
の
修
正
を
行
っ
た
。

指
定
管
理
業
務
と
他
の
受
託
事
業
に
つ
い
て
、
会
計
処
理
が
適
切

に
区
分
さ
れ
る
よ
う
指
定
管
理
者
に
対
し
て
指
導
を
行
っ
た
。

株
式
会
社

秩
父
開
発
機
構

環
境
部
（
自
然
環
境
課
）

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

団
体
へ
の
注
意

指
定
管
理
業
務
事
業
報
告
書
の
収
支
計
算
書
に
は
、
自
主
事
業

を
含
め
て
指
定
管
理
業
務
に
係
る
す
べ
て
の
収
入
支
出
を
計
上
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
指
定
管
理
業
務
で
あ
る
教
習
射
撃
や
自
主
事

業
に
係
る
収
支
が
計
上
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

部
局
へ
の
注
意

指
定
管
理
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
事
業
報
告
書
の
収
支
計
算
書

に
、
指
定
管
理
業
務
で
あ
る
教
習
射
撃
や
自
主
事
業
に
係
る
収
支

が
計
上
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
県
は
十
分
な
指
導

を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

平
成
１９
年
度
指
定
管
理
業
務
の
収
支
予
算
書
に
つ
い
て
、
自
主
事

業
を
含
め
た
指
定
管
理
業
務
に
係
る
す
べ
て
の
収
入
支
出
を
計
上
す

る
よ
う
に
変
更
し
た
。

平
成
１９
年
度
指
定
管
理
業
務
の
収
支
予
算
書
に
つ
い
て
、
自
主
事

業
を
含
め
た
指
定
管
理
業
務
に
係
る
す
べ
て
の
収
入
支
出
を
計
上
す

る
よ
う
、
指
定
管
理
者
に
対
し
て
指
導
し
た
。

そ
の
後
、
指
定
管
理
者
か
ら
平
成
１９
年
度
収
支
予
算
変
更
承
認
申

請
書
が
提
出
さ
れ
、
平
成
２０
年
１
月
３１
日
に
承
認
し
た
。

企
画
財
政
部

（
旧
総
合
政
策
部
）

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

部
局
へ
の
意
見

指
定
管
理
者
の
業
務
内
容
は
、
県
と
指
定
管
理
者
と
の
協
議
を

踏
ま
え
締
結
す
る
協
定
書
で
示
さ
れ
、
そ
の
細
目
は
別
紙
の
「
仕

様
書
」
で
定
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
仕
様
書
に
は
、

指
定
管
理
者
の
自
主
性
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
、
業
務
内
容
を
具

体
的
か
つ
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
記
載
が
抽
象
的
で
具
体
的
な
業
務
内
容
が
わ
か
り

難
い
仕
様
書
」
や
「
業
務
の
一
部
を
記
載
し
た
だ
け
の
仕
様
書
」

な
ど
、
不
十
分
な
仕
様
書
の
例
が
見
ら
れ
た
。

指
定
管
理
業
務
の
確
実
な
実
施
を
担
保
し
、
公
の
施
設
の
設
置

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
指
定
管
理
に
係
る
業
務
の
内
容
等
に

指
定
管
理
者
の
自
主
性
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
、
指
定
管
理
業
務

の
内
容
を
具
体
的
に
仕
様
書
に
記
載
す
る
よ
う
関
係
課
長
あ
て
通
知

し
た
。
併
せ
て
、
担
当
者
会
議
を
開
催
し
周
知
徹
底
を
図
っ
た
。

－９７－
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つ
い
て
具
体
的
に
仕
様
書
に
記
載
す
る
よ
う
周
知
徹
底
す
る
必
要

が
あ
る
。

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
９
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に

基
づ
き
執
行
し
た
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
決
定
し
た
の

で
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２０
年
６
月
２７
日

埼
玉
県
監
査
委
員
春
日
敏
彦

埼
玉
県
監
査
委
員
米
田
正
巳

埼
玉
県
監
査
委
員
樋
口
�
利

埼
玉
県
監
査
委
員
小
島
信
昭

監
査
の
結
果

１
監
査
の
概
要

�
監
査
の
対
象
事
務

平
成
１８
年
度
・
平
成
１９
年
度
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
、
経
営
に
係
る
事
業

の
管
理
及
び
そ
の
他
の
事
務
の
執
行

�
監
査
の
対
象
機
関

１０８
機
関

所
管
部
局

監
査

対
象

機
関

総
合
政
策
部

東
京
事
務
所
、
中
央
地
域
創
造
セ
ン
タ
ー

総
務
部

大
宮
県
税
事
務
所
、
川
越
県
税
事
務
所
、
春
日
部
県
税
事
務
所
、
自
動
車
税
事

務
所
、
自
動
車
税
事
務
所
熊
谷
支
所
、
自
動
車
税
事
務
所
所
沢
支
所
、
自
動
車

税
事
務
所
春
日
部
支
所
、
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

福
祉
部

中
央
児
童
相
談
所
、
所
沢
児
童
相
談
所
、
越
谷
児
童
相
談
所

保
健
医
療
部

北
足
立
福
祉
保
健
総
合
セ
ン
タ
ー
、
入
間
西
福
祉
保
健
総
合
セ
ン
タ
ー
、
大
里

福
祉
保
健
総
合
セ
ン
タ
ー
、
鴻
巣
保
健
所
、
坂
戸
保
健
所
、
熊
谷
保
健
所
、
越

谷
保
健
所
、
食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
、
食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
北
部
支
所

産
業
労
働
部

中
央
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

農
林
部

東
松
山
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
、
本
庄
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
、
春
日
部
農
林
振
興

セ
ン
タ
ー
、
農
村
整
備
計
画
セ
ン
タ
ー

県
土
整
備
部

行
田
県
土
整
備
事
務
所

教
育
局

南
部
教
育
事
務
所
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
、
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー
、
浦
和

図
書
館
、
久
喜
図
書
館
、
さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
、
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
、

近
代
美
術
館
、
文
書
館
、
小
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
、
伊
奈
学
園
中
学
校
、
上
尾
高

校
、
上
尾
東
高
校
、
上
尾
南
高
校
、
朝
霞
高
校
、
朝
霞
西
高
校
、
伊
奈
学
園
総

合
高
校
、
入
間
高
校
、
岩
槻
高
校
、
浦
和
工
業
高
校
、
浦
和
商
業
高
校
、
浦
和

東
高
校
、
大
宮
中
央
高
校
、
大
宮
東
高
校
、
小
川
高
校
、
川
口
高
校
、
川
越
総

合
高
校
、
川
本
高
校
、
北
川
辺
高
校
、
北
本
高
校
、
熊
谷
西
高
校
、
熊
谷
農
業

高
校
、
鴻
巣
女
子
高
校
、
越
谷
南
高
校
、
坂
戸
西
高
校
、
幸
手
高
校
、
幸
手
商

業
高
校
、
狭
山
清
陵
高
校
、
庄
和
高
校
、
玉
川
工
業
高
校
、
秩
父
農
工
科
学
高

校
、
鶴
ヶ
島
高
校
、
所
沢
高
校
、
所
沢
東
高
校
、
飯
能
高
校
、
日
高
高
校
、
不

動
岡
高
校
、
不
動
岡
誠
和
高
校
、
本
庄
高
校
、
本
庄
北
高
校
、
松
伏
高
校
、
三

郷
工
業
技
術
高
校
、
宮
代
高
校
、
八
潮
南
高
校
、
与
野
高
校
、
上
尾
養
護
学
校
、

大
宮
北
養
護
学
校
、
川
口
養
護
学
校
、
川
越
養
護
学
校
、
さ
い
た
ま
桜
高
等
学

園
、
坂
戸
ろ
う
学
校
、
狭
山
養
護
学
校
、
羽
生
ふ
じ
高
等
学
園
、
日
高
養
護
学

校
、
三
郷
養
護
学
校
、
宮
代
養
護
学
校
、
盲
学
校
、
和
光
養
護
学
校
、
和
光
南

養
護
学
校

警
察
本
部

浦
和
西
警
察
署
、
大
宮
西
警
察
署
、
川
口
警
察
署
、
武
南
警
察
署
、
狭
山
警
察

署
、
飯
能
警
察
署
、
東
松
山
警
察
署
、
寄
居
警
察
署
、
行
田
警
察
署
、
越
谷
警

察
署
、
幸
手
警
察
署

�
監
査
実
施
日

平
成
１９
年
１１
月
１２
日
～
平
成
２０
年
３
月
１９
日

�
監
査
の
実
施
方
針

事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
正
確
性
、
合
規
性
は
も
と
よ
り
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果

を
挙
げ
て
い
る
か
と
い
う
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
の
観
点
か
ら
検
証
し
た
。

備
考
平
成
２０
年
４
月
１
日
付
け
組
織
改
正
の
あ
っ
た
機
関

－９８－
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改
正

前
改

正
後

部
局

機
関

部
局

機
関

総
合
政
策
部
東
京
事
務
所

企
画
財
政
部
東
京
事
務
所

総
合
政
策
部
中
央
地
域
創
造
セ
ン
タ
ー

企
画
財
政
部
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

総
務
部

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
県
民
生
活
部
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

産
業
労
働
部
中
央
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

産
業
労
働
部
廃
止

２
監
査
の
結
果

監
査
に
お
い
て
指
摘
事
項
又
は
注
意
事
項
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
は
、
�
、
�
の
と
お
り

で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
対
象
機
関
に
そ
の
都
度
注
意
を
し
た
。

�
指
摘
事
項
（
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
、
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
及
び
そ
の
他
の
事

務
の
執
行
が
違
法
又
は
不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
経
済
性
、
効
率
性
及

び
有
効
性
の
観
点
か
ら
改
善
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
総
合
的
に
勘
案
し
て
重

大
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
）

機
関
・
職
制
名

監
査

の
結

果

総
務
部

男
女
共
同
参

画
推
進
セ
ン

タ
ー

平
成
１９
年
度
の
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
委
託
契
約
手
続
き
に
お

い
て
次
の
と
お
り
不
適
切
な
点
が
あ
っ
た
。

１
各
委
託
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、
埼
玉
県
財
務
規
則
に
定

め
ら
れ
た
予
定
価
格
調
書
の
作
成
及
び
見
積
書
の
徴
取
が
行

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

２
「
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）」委
託
契

約
の
契
約
締
結
伺
い
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
財
務
規
則
に
定
め

ら
れ
た
決
裁
権
者
の
決
裁
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

（
契
約
件
名
）

・
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）

７
，４７４
，９５０
円

・
情
報
シ
ス
テ
ム
機
器
保
守
業
務
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
）

３
，９０８
，３３６
円

・
視
聴
覚
シ
ス
テ
ム
機
器
保
守
等
業
務

８９５
，８６０
円

�
注
意
事
項
（
違
法
又
は
不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
経
済
性
、
効
率
性

及
び
有
効
性
の
観
点
か
ら
改
善
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
指
摘
事
項
に
該
当
し

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
）

機
関
・
職
制
名

監
査

の
結

果

保
健
医
療
部

食
肉
衛
生
検

査
セ
ン
タ
ー

平
成
１９
年
１０
月
に
食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
北
部
支
所
の
外

壁
工
事
請
負
契
約
を
９１３
，５００
円
で
締
結
し
た
。
そ
の
際
に
参

考
見
積
の
た
め
徴
取
し
た
見
積
書
に
よ
り
業
者
を
選
定
し
て
お

り
、
埼
玉
県
財
務
規
則
に
定
め
ら
れ
た
見
積
書
を
新
た
に
徴
取

し
て
い
な
か
っ
た
。

農
林
部

本
庄
農
林
振

興
セ
ン
タ
ー

平
成
１９
年
３
月
９
日
か
ら
２８
日
に
か
け
て
、
５
回
に
わ
た
り

複
写
機
の
消
耗
品
を
購
入
し
、
購
入
額
の
合
計
は
３８３
，８８０
円

で
あ
っ
た
。

３
月
中
に
同
一
業
者
に
同
一
品
目
を
５
回
に
分
割
し
て
発
注

し
た
こ
と
は
、
不
適
切
で
あ
る
。

し
か
も
平
成
１８
年
７
月
に
同
様
の
消
耗
品
を
複
数
の
者
か
ら

見
積
書
を
徴
取
し
て
購
入
し
た
時
に
比
べ
、
高
い
価
格
に
な
っ

て
い
た
。

教
育
局

不
動
岡
高
校

平
成
１９
年
３
月
に
体
育
館
の
カ
ー
テ
ン
を
９４２
，０６０
円
で
付

け
替
え
た
。

契
約
金
額
が
、
５０
万
円
以
上
１００
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
請
書
の
徴
取
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
徴
取
し
て
い

な
か
っ
た
。

教
育
局

総
合
教
育
セ

ン
タ
ー
江
南

支
所

平
成
１９
年
７
月
に
誘
導
灯
の
修
繕
を
１４２
，８００
円
で
行
っ

た
。契
約
金
額
が
、
１０
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
２
者
以
上

か
ら
見
積
書
を
徴
取
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
１
者
の
み
で
あ
っ

た
。

教
育
局

嵐
山
史
跡
の

博
物
館

平
成
１９
年
１０
月
に
企
画
展
「
後
北
条
氏
の
城
」
の
資
料
梱
包

・
輸
送
等
業
務
委
託
契
約
を
６５０
，０００
円
で
締
結
し
た
。

文
化
財
の
輸
送
業
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
美
術
品
の
専
用
車

と
取
扱
専
門
員
を
有
す
る
者
が
他
に
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
１
者
の
み
か
ら
見
積
書
を
徴
取
し
契
約
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
過
去
に
県
立

の
博
物
館
に
お
い
て
契
約
実
績
を
有
す
る
者
は
ほ
か
に
も
い

る
。

－９９－
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契
約
金
額
が
１０
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
２
者
以
上
か

ら
見
積
書
を
徴
取
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

教
育
局

幸
手
高
校

昼
食
調
理
販
売
目
的
の
食
堂
（
学
食
）
及
び
清
涼
飲
料
水
販

売
目
的
の
自
動
販
売
機
に
行
政
財
産
の
使
用
許
可
を
与
え
、
管

理
費
（
光
熱
水
費
）
が
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
を
徴
収
し
て
い
な
か
っ
た
。

教
育
局

さ
き
た
ま
史

跡
の
博
物
館

平
成
１９
年
３
月
に
公
園
案
内
板
改
修
工
事
を
６７９
，３５０
円
で

行
っ
た
。

予
定
価
格
が
５０
万
円
以
上
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予

定
価
格
調
書
を
作
成
し
て
い
な
か
っ
た
。

対
象
機
関

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日
（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

保
健
医
療
部

中
央
食
肉
衛
生
検
査

セ
ン
タ
ー

平
成
１９
年
６
月
２９
日
（
第
１８８８

号
）

平
成
１７
年
度
・
１８
年
度
の
冷
暖
房
設
備
（
ガ
ス
）
保
守
業

務
委
託
に
お
い
て
、
他
に
保
守
管
理
を
行
う
者
が
な
い
と
の

理
由
に
よ
り
、
１
者
随
意
契
約
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
業
務
内
容
は
一
般
的
な
点
検
・
清
掃
で
あ
り
、
現
に

再
委
託
を
認
め
て
い
た
。
合
理
的
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
継
続
的
に
１
者
随
意
契
約
を
行
っ
て
い
た
。

平
成
２０
年
度
の
契
約
に
当
た
り
、
複
数
業
者
か
ら
見
積

書
を
徴
取
し
、
事
務
処
理
の
適
正
化
を
図
っ
た
。

総
務
部

学
事
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

私
学
情
報
シ
ス
テ
ム
は
学
校
法
人
等
台
帳
管
理
と
私
立
学

校
補
助
金
の
交
付
額
算
定
を
行
う
た
め
、
平
成
９
年
度
に
予

定
価
格
約
４００
万
円
で
シ
ス
テ
ム
開
発
に
係
る
競
争
入
札
を

行
い
、
最
低
価
格
を
提
示
し
た
者
と
、
１
，０２７

，９５０
円
で
契

約
し
た
。

私
立
学
校
補
助
金
は
、
毎
年
、
交
付
額
の
配
分
基
準
の
見

直
し
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
毎

年
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
正
を
行
っ
て
い
る
が
、
基
本
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
著
作
権
は
開
発
者
が
保
有
し
て
い
る
た
め
、
毎
年
随
意
契

私
学
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
配
分

基
準
の
見
直
し
と
と
も
に
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、
再
構

築
は
多
額
の
費
用
を
要
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
正
で
対
応
し
て
き
た
。

今
回
、
IT
推
進
局
や
専
門
家
の
助
言
を
受
け
な
が
ら
、

費
用
対
効
果
に
重
点
を
置
き
、
再
検
証
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
再
構
築
す
る
た
め
に
は
、
多
額
の
費
用
を
要
す
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

平
成
１９
年
度
は
、
配
分
基
準
等
の
大
き
な
変
更
が
無
か

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
１０
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
知
事
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
か
ら
監
査
の
結
果
に
よ
り
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２０
年
６
月
２７
日

埼
玉
県
監
査
委
員
春
日
敏
彦

埼
玉
県
監
査
委
員
米
田
正
巳

埼
玉
県
監
査
委
員
樋
口
�
利

埼
玉
県
監
査
委
員
小
島
信
昭

１
監
査
の
結
果
「
指
摘
」
と
し
た
事
項

－１００－
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約
に
よ
り
開
発
者
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
正
業
務
を
委
託
し
て
い

る
。こ
の
委
託
料
は
、
平
成
１５
年
度
か
ら
平
成
１８
年
度
ま
で
毎

年
１
，１０２
，５００
円
で
あ
り
、
こ
の
４
年
間
の
修
正
費
用
は
約

４４０
万
円
と
、
開
発
に
見
込
ん
だ
予
定
価
格
を
上
回
っ
て
い

る
。こ
の
よ
う
な
中
で
、
シ
ス
テ
ム
の
開
発
か
ら
１０
年
を
経
過

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
、

シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
を
検
討
し
て
い
な
か
っ
た
。

っ
た
た
め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
正
す
る
こ
と
な
く
、
現
行

シ
ス
テ
ム
で
対
応
し
た
。

今
後
、
O
S
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ソ
フ
ト
の
バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ
、
帳
票
類
や
配
分
基
準
等
の
大
き
な
変
更
が
必
要

な
場
合
に
は
、
費
用
対
効
果
を
勘
案
し
つ
つ
、
シ
ス
テ
ム

を
再
構
築
す
る
。

産
業
労
働
部

雇
用
対
策
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

「
ヤ
ン
グ
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
埼
玉
就
職
支
援
事
業
業
務

委
託
」
は
、
企
画
提
案
型
随
意
契
約
を
採
用
し
、
最
も
優
れ

た
提
案
を
行
っ
た
者
と
随
意
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
し

た
。随
意
契
約
と
す
る
理
由
と
し
て
、
「
非
常
に
複
雑
な
事
業

で
あ
り
、
受
託
者
の
理
解
度
や
体
制
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
業
務
委
託
を
行
う
に

当
た
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

企
画
提
案
型
随
意
契
約
を
行
う
理
由
と
し
て
「
求
職
者
に

対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
設
定
な
ど
を
企
画
提

案
さ
せ
て
決
定
す
る
」
と
あ
る
が
、
基
本
的
な
考
え
は
県
が

仕
様
書
で
示
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
契
約
は
合
理
的
な
仕
様
書
を
作
成

す
る
こ
と
に
よ
り
、
競
争
入
札
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
４
年
度
続
け
て
必
要
な
仕
様
を
定
め
ず
企
画
提
案

型
随
意
契
約
を
採
用
し
た
こ
と
は
適
切
性
に
欠
け
て
い
た
。

平
成
２０
年
度
の
業
務
委
託
に
お
い
て
、
合
理
的
な
仕
様

書
を
作
成
し
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
事
業
者
を
決
定
し

た
。

（
平
成
２０
年
４
月
１
日
組
織
改
正
就
業
支
援
課
）

病
院
局

経
営
管
理
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

未
収
金
対
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
１８
年
度
定
期
監
査
に
お

け
る
監
査
意
見
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
そ
の
後
、
病
院
局
に

お
い
て
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
支
払
制
度
の
導
入

や
公
費
制
度
の
紹
介
な
ど
未
収
金
の
発
生
予
防
対
策
に
取
り

組
ん
だ
が
、
平
成
１８
年
度
末
の
未
収
金
残
高
は
、
対
前
年
度

比
１５
％
増
の
約
１
億
７
，３００

万
円
と
大
幅
に
増
加
し
て
い

る
。未
だ
未
収
金
回
収
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
や
、
督
促
の
方
法
等
が
病
院
や
担
当
者
に
よ
っ
て
異
な
る

な
ど
対
応
が
不
十
分
な
状
況
に
あ
り
、
未
収
金
対
策
へ
の
取

組
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。

従
来
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
督
促
方
法
に
加
え
、
法
的

措
置
で
あ
る
支
払
督
促
を
盛
り
込
ん
だ
「
未
収
金
回
収
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
を
平
成
１９
年
度
末
に
策
定
し
、
平
成
２０
年
４

月
１
日
か
ら
運
用
を
開
始
し
た
。

今
後
は
こ
れ
に
基
づ
き
積
極
的
な
回
収
に
努
め
て
い

く
。

保
健
医
療
部

県
立
大
学

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

平
成
１７
年
度
か
ら
契
約
更
新
し
て
い
る
埼
玉
県
立
大
学
情

平
成
１９
年
１２
月
に
新
た
に
設
け
た
条
項
の
遵
守
に
つ
い

－１０１－
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報
シ
ス
テ
ム
新
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
等
の
賃
貸
借
契
約
に
つ

い
て
、
平
成
１９
年
度
か
ら
新
た
に
再
委
託
の
禁
止
及
び
個
人

情
報
に
関
す
る
貸
与
資
料
の
提
供
、
利
用
の
制
限
、
複
製
の

禁
止
等
を
定
め
る
条
項
を
設
け
て
支
出
負
担
行
為
を
決
裁
し

た
。実
際
に
作
成
、
押
印
し
た
契
約
書
は
決
裁
し
た
契
約
案
と

異
な
る
平
成
１８
年
度
の
契
約
書
と
同
一
の
内
容
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
禁
止
し
た
は
ず
の
機
器
保
守
の
再
委
託
が
行

わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

て
、
契
約
相
手
方
と
文
書
を
取
り
交
わ
し
て
確
認
し
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
契
約
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

記
載
内
容
の
確
認
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
決
裁
文
書
と

実
際
に
作
成
し
た
契
約
書
を
複
数
職
員
で
確
認
す
る
こ
と

と
し
た
。

２
監
査
の
結
果

「注
意

」と
し
た
事
項

対
象
機
関

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日
（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

産
業
労
働
部

新
産
業
育
成
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

新
事
業
の
創
出
や
雇
用
拡
大
を
目
的
と
し
て
家
賃
補
助
や

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
配
置
な
ど
の
支
援

を
行
っ
て
い
る
が
、
支
援
を
行
っ
た
企
業
の
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー

シ
ョ
ン
施
設
退
去
後
の
経
営
状
況
の
把
握
が
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
。

新
事
業
創
出
型
事
業
施
設
入
居
者
補
助
金
交
付
要
綱
を

次
の
と
お
り
一
部
改
正
し
、
平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら
支

援
企
業
の
経
営
状
況
等
を
把
握
で
き
る
よ
う
措
置
し
た
。

・
補
助
事
業
が
満
了
す
る
年
度
の
次
年
度
以
降
、
３
年

間
、
経
営
状
況
等
を
記
載
し
た
事
後
報
告
書
の
提
出
を
義

務
づ
け
、
支
援
を
行
っ
た
企
業
の
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン

施
設
退
去
後
の
経
営
状
況
等
を
把
握
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

都
市
整
備
部

公
園
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

県
営
大
宮
公
園
内
に
あ
る
（
財
）
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会

の
事
務
所
で
、
行
政
財
産
使
用
許
可
の
手
続
き
が
取
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。

平
成
２０
年
３
月
１８
日
付
け
で
行
政
財
産
使
用
許
可
の
手

続
き
を
行
っ
た
。

県
土
整
備
部

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所

平
成
１９
年
１２
月
１４
日
（
第
１９３６

号
）

広
域
河
川
改
修
工
事
に
か
か
る
費
用
負
担
説
明
業
務
委
託

契
約
に
お
い
て
、
契
約
書
に
特
記
仕
様
書
が
な
い
た
め
、
業

務
内
容
が
不
明
確
な
契
約
と
な
っ
て
い
た
。

今
後
の
業
務
に
お
い
て
は
、
「
費
用
説
明
業
務
委
託
特

記
仕
様
書
」
を
作
成
し
、
業
務
内
容
を
明
確
に
し
た
。

ま
た
、
所
内
会
議
に
お
い
て
、
職
員
に
対
し
契
約
事
務

に
当
た
っ
て
の
適
正
な
事
務
処
理
を
周
知
徹
底
し
た
。

県
土
整
備
部

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所

平
成
１９
年
１２
月
１４
日
（
第
１９３６

号
）

鴨
川
排
水
機
場
保
守
点
検
業
務
委
託
で
は
、
書
面
に
よ
る

承
諾
を
得
な
い
で
、
他
業
者
へ
再
委
託
を
し
て
い
た
。

請
負
業
者
に
対
し
、
再
委
託
の
確
認
、
再
委
託
が
あ
る

場
合
は
発
注
者
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
る
よ
う
に
指
導

し
た
。
ま
た
、
所
内
に
お
い
て
も
、
所
内
会
議
に
お
い
て
、
職

員
に
対
し
契
約
事
務
に
当
た
っ
て
の
適
正
な
事
務
処
理
を

周
知
徹
底
し
た
。

総
合
政
策
部

北
部
地
域
創
造
セ
ン

タ
ー
本
庄
支
所

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

平
成
１８
年
度
ふ
る
さ
と
創
造
資
金
の
「
個
性
を
競
う
地
域

づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
」
で
実
施
し
た
公
園
環
境
整
備

平
成
１９
年
度
に
お
い
て
は
、
補
助
対
象
事
業
費
の
縮
減

な
ど
補
助
金
変
更
の
事
由
が
判
明
し
た
時
点
で
、
速
や
か

－１０２－
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事
業
に
お
い
て
、
交
付
決
定
後
、
工
事
規
模
が
縮
小
さ
れ
実

施
さ
れ
て
い
た
。

工
事
内
容
が
変
更
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や
か
に
補
助
金

変
更
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
工
事
完
了
日
に
工
事
変
更
承

認
申
請
を
受
理
し
、
変
更
承
認
を
行
っ
て
い
た
。

に
変
更
承
認
の
手
続
き
を
と
る
よ
う
該
当
補
助
団
体
に
対

し
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
連
絡
を
密
に
し
事
業
の
進
行

状
況
の
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
平
成
２０
年
度
当
初
、
管
内
市
町
担
当
者
会
議
に

お
い
て
、
ふ
る
さ
と
創
造
資
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
改

め
て
注
意
を
促
し
た
。

（
平
成
２０
年
４
月
１
日
組
織
改
正
企
画
財
政
部
北
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
）

総
務
部

婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

冷
暖
房
装
置
保
守
点
検
委
託
の
長
期
継
続
契
約
（
３
年
）

に
当
た
り
、
単
年
度
の
予
定
価
格
が
１００
万
円
未
満
で
あ
る

こ
と
か
ら
契
約
方
法
を
随
意
契
約
と
し
て
い
た
。
契
約
期
間

全
体
の
総
額
で
設
定
し
た
予
定
価
格
に
基
づ
き
、
競
争
入
札

と
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

今
後
、
長
期
継
続
契
約
を
行
う
際
は
、
契
約
期
間
中
の

執
行
予
定
の
総
額
に
基
づ
き
、
競
争
入
札
等
の
方
法
に
よ

り
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
職
員
に
関
係
規
定
の
周
知
徹
底

を
し
た
。
ま
た
、
契
約
に
あ
た
っ
て
は
、
決
裁
書
類
に
関

係
規
定
の
写
し
を
添
付
す
る
な
ど
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強

化
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
平
成
２０
年
４
月
１
日
組
織
改
正
県
民
生
活
部
婦
人
相

談
セ
ン
タ
ー
）

保
健
医
療
部

高
等
看
護
学
院

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

平
成
１９
年
度
施
設
設
備
保
守
点
検
業
務
委
託
契
約
及
び
消

防
用
設
備
保
守
点
検
業
務
委
託
契
約
に
お
い
て
、
埼
玉
県
財

務
規
則
上
、
定
め
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
違
約
金
に
関
す
る

事
項
が
欠
落
し
て
い
た
。

契
約
事
務
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
財
務
規
則
を
熟
知
し
、

今
後
の
契
約
か
ら
、
違
約
金
に
関
す
る
事
項
を
表
記
す
る

こ
と
と
し
た
。

保
健
医
療
部

北
埼
玉
福
祉
保
健
総

合
セ
ン
タ
ー

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

社
会
福
祉
費
負
担
金
の
返
還
金
滞
納
者
に
対
し
、
自
宅
訪

問
を
し
て
督
促
し
た
と
こ
ろ
、
滞
納
額
の
一
部
に
つ
い
て
現

金
の
支
払
い
を
受
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
収
納
に
お
い
て
原

符
を
使
用
せ
ず
、
ま
た
、
収
納
し
た
現
金
を
速
や
か
に
県
口

座
に
払
い
込
む
べ
き
と
こ
ろ
金
庫
に
保
管
し
、
払
い
込
ん
だ

の
は
８
日
後
で
あ
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
埼
玉
県
財
務
規
則
等
を
再
確
認
す

る
と
と
も
に
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
、
現
金
受
領
時

の
原
符
の
交
付
や
現
金
受
領
後
の
速
や
か
な
入
金
を
徹
底

す
る
こ
と
と
し
た
。

農
林
部

大
里
農
林
振
興
セ
ン

タ
ー

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

JAS
表
示
適
正
化
推
進
事
業
で
は
、
食
品
表
示
に
関
し

て
、
食
品
表
示
調
査
員
の
調
査
報
告
に
基
づ
き
県
職
員
が
確

認
指
導
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

平
成
１８
年
９
月
と
１２
月
に
行
わ
れ
た
食
品
表
示
調
査
員
の

調
査
報
告
に
基
づ
き
、
県
職
員
が
確
認
指
導
を
す
べ
き
も
の

は
、
９
月
分
３
件
、
１２
月
分
６
件
で
合
計
９
件
あ
っ
た
が
、

確
認
指
導
が
行
わ
れ
た
の
は
平
成
１９
年
３
月
７
日
と
３
月
８

日
で
あ
っ
た
。

食
品
表
示
調
査
員
か
ら
の
調
査
報
告
後
、
速
や
か
に
確
認

指
導
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

監
査
結
果
に
基
づ
き
、
平
成
１９
年
９
月
か
ら
は
確
認
指

導
を
速
や
か
に
行
う
よ
う
改
め
た
。

平
成
１９
年
９
月
報
告
で
確
認
指
導
が
必
要
と
さ
れ
た
５

件
に
つ
い
て
、
１２
月
５
日
ま
で
に
、
１２
月
報
告
７
件
に
つ

い
て
は
、
１
月
１１
日
ま
で
に
確
認
指
導
を
終
了
し
た
。

－１０３－
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農
林
部

加
須
農
林
振
興
セ
ン

タ
ー

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

JAS
表
示
適
正
化
推
進
事
業
で
は
、
食
品
表
示
に
関
し

て
、
食
品
表
示
調
査
員
の
調
査
報
告
に
基
づ
き
県
職
員
が
確

認
指
導
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

平
成
１８
年
９
月
に
行
わ
れ
た
食
品
表
示
調
査
員
の
調
査
報

告
に
基
づ
き
、
県
職
員
が
確
認
指
導
を
す
べ
き
も
の
が
１６
件

あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
４
件
の
確
認
指
導
が
平
成
１９
年
３
月

２８
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。

食
品
表
示
調
査
員
か
ら
の
調
査
報
告
後
、
速
や
か
に
確
認

指
導
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

監
査
結
果
に
基
づ
き
、
平
成
１９
年
９
月
か
ら
は
確
認
指

導
を
速
や
か
に
行
う
よ
う
改
め
た
。

平
成
１９
年
９
月
報
告
で
確
認
指
導
が
必
要
と
さ
れ
た
１６

件
に
つ
い
て
は
、
１１
月
２７
日
ま
で
に
、
１２
月
報
告
１４
件
に

つ
い
て
は
、
１２
月
２５
日
ま
で
に
確
認
指
導
を
終
了
し
た
。

農
林
部

寄
居
林
業
事
務
所

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

機
械
警
備
業
務
委
託
と
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
保
守
点
検
業
務
委

託
の
長
期
継
続
契
約
（
３
年
）
に
当
た
り
、
単
年
度
の
予
定

価
格
が
５０
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
か
ら
予
定
価
格
調
書
を
作

成
し
な
か
っ
た
。
契
約
期
間
全
体
の
総
額
で
設
定
し
た
予
定

価
格
に
基
づ
き
予
定
価
格
調
書
を
作
成
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

今
後
、
長
期
継
続
契
約
を
行
う
際
は
、
契
約
期
間
中
の

執
行
予
定
総
額
に
基
づ
き
予
定
価
格
調
書
を
作
成
す
る
。

ま
た
、
自
己
検
査
に
お
い
て
、
長
期
継
続
契
約
の
チ
ェ

ッ
ク
を
徹
底
す
る
。

県
土
整
備
部

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

一
般
国
道
１４０
号
皆
野
寄
居
バ
イ
パ
ス
維
持
管
理
（
花
で

も
て
な
す
埼
玉
の
み
ち
）
業
務
委
託
（
２０
，４３３
千
円
）
の
契

約
締
結
に
当
た
り
、
道
路
管
理
者
と
の
随
意
契
約
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
予
定
価
格
調
書
の
作
成
は
不
要
と
誤
認
し
た
た

め
、
予
定
価
格
調
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

監
査
の
結
果
を
受
け
、
誤
っ
た
事
務
処
理
が
あ
っ
た
こ

と
を
全
職
員
に
対
し
周
知
す
る
と
と
も
に
、
埼
玉
県
財
務

規
則
第
２１７
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
自
己
検
査
に
当
た

り
、
今
ま
で
以
上
の
注
意
を
持
っ
て
行
う
よ
う
、
改
め
て

注
意
喚
起
し
た
。

教
育
局

自
然
の
博
物
館

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

特
別
展
「
巨
大
昆
虫
の
世
界
」
ポ
ス
タ
ー
・
展
示
解
説
書

の
印
刷
（
契
約
額
５３７
，６００
円
）
の
契
約
手
続
き
に
当
た
り
、

予
定
価
格
が
５０
万
円
以
上
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
定

価
格
調
書
を
作
成
し
て
い
な
か
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
職
員
へ
の
埼
玉
県
財
務
規
則
の
周

知
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
決
裁
時
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を

強
化
し
た
。

教
育
局

川
の
博
物
館

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

特
別
展
示
資
料
運
搬
業
務
委
託
（
契
約
額
７４７
，８７０
円
）

の
契
約
手
続
き
に
お
い
て
、
予
定
価
格
が
５０
万
円
以
上
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
定
価
格
調
書
を
作
成
し
て
い
な
か

っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
職
員
へ
の
埼
玉
県
財
務
規
則
の
周

知
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
決
裁
時
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を

強
化
し
た
。

教
育
局

白
岡
高
校

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

レ
イ
ン
ガ
ン
設
置
工
事
（
契
約
額
８８６
，２００
円
）
及
び
揚

水
ポ
ン
プ
修
繕
（
契
約
額
６１９
，５００
円
）
の
契
約
手
続
き
に

お
い
て
、
予
定
価
格
が
５０
万
円
以
上
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
予
定
価
格
調
書
を
作
成
し
て
い
な
か
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
埼
玉
県
財
務
規
則
を
再
確
認
し
、

適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
と
と
も
に
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
強
化
し
た
。

教
育
局

新
座
高
校

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

平
成
１９
年
夏
季
休
業
期
間
中
に
、
廊
下
の
床
の
張
替
と
教

室
の
床
張
替
の
２
件
の
工
事
に
つ
い
て
、
同
一
日
、
同
一
期

間
で
そ
れ
ぞ
れ
見
積
り
合
わ
せ
を
行
い
工
事
を
発
注
し
て
い

た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
要
修
繕
箇
所
を
調
査

し
て
、
同
種
の
も
の
に
つ
い
て
は
ま
と
め
て
発
注
す
る

等
、
経
済
性
、
効
率
性
を
考
慮
し
た
予
算
執
行
を
図
る
こ

と
と
し
た
。
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工
事
内
容
に
大
き
な
差
は
な
く
、
経
済
性
、
効
率
性
の
観

点
か
ら
、
１
件
の
契
約
と
し
て
工
事
を
発
注
す
べ
き
で
あ
っ

た
。

教
育
局

鳩
ヶ
谷
高
校

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

平
成
１９
年
９
月
、
生
物
顕
微
鏡
を
１３
台
金
額
７４
万
円
余
で

購
入
し
た
。
購
入
金
額
が
５０
万
円
以
上
１００
万
円
未
満
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
請
書
の
徴
取
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を

徴
取
し
て
い
な
か
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
埼
玉
県
財
務
規
則
を
再
確
認
す
る

と
と
も
に
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
て
適
正
な
事
務
処

理
の
徹
底
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

教
育
局

鳩
ヶ
谷
高
校

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
基
づ
く
使
用
料
に
つ
い
て
は
前

納
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
定
試
験
の

会
場
と
し
て
学
校
施
設
を
使
用
さ
せ
る
に
当
た
り
、
使
用
許

可
及
び
使
用
料
の
徴
収
が
施
設
使
用
後
に
行
わ
れ
て
い
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
埼
玉
県
財
務
規
則
を
再
確
認
す
る

と
と
も
に
、
施
設
使
用
前
に
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
を

徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。

教
育
局

深
谷
高
校

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

浄
化
槽
の
修
理
及
び
配
水
管
の
漏
水
修
理
を
行
っ
て
お

り
、
こ
れ
ら
２
件
と
も
、
修
理
代
金
は
５０
万
円
以
上
で
あ
っ

た
。
業
者
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
見
積
り
合
わ
せ
を
行
っ

て
い
る
が
、
予
定
価
格
調
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
職
員
へ
の
埼
玉
県
財
務
規
則
等
の

周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
今
後
は
財
務
会
計
審
査
に

係
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
よ
り
一
層
強
化
し
、
同
様
事
例
の

事
務
処
理
で
遺
漏
な
き
よ
う
適
切
な
事
務
処
理
に
努
め

る
。

教
育
局

越
谷
養
護
学
校

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

汚
水
処
理
施
設
維
持
管
理
業
務
委
託
（
２
年
）
及
び
自
動

扉
装
置
保
守
管
理
業
務
委
託
（
３
年
）
に
当
た
り
、
単
年
度

の
予
定
価
格
が
５０
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
か
ら
予
定
価
格
調

書
を
作
成
し
な
か
っ
た
。
契
約
期
間
全
体
の
総
額
で
設
定
し

た
予
定
価
格
に
基
づ
き
予
定
価
格
調
書
を
作
成
す
べ
き
で
あ

っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
埼
玉
県
財
務
規
則
等
の
周
知
徹
底

を
図
る
と
と
も
に
、
長
期
継
続
契
約
の
場
合
も
１
件
ご
と

の
総
額
の
予
定
価
格
に
基
づ
き
、
予
定
価
格
調
書
を
作
成

す
る
こ
と
と
し
た
。

３
監
査
の
結
果

「意
見

」と
し
た
事
項

対
象
機
関

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日
（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

教
育
局

県
立
学
校
人
事
課

平
成
１８
年
１０
月
３
日
（
第
１８１３

号
）

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
１０
条

第
１
項
に
お
い
て
、
当
該
学
校
の
開
校
記
念
日
を
学
校
職
員

の
休
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
扱
い
は
近
県
で

は
み
ら
れ
ず
、
現
行
制
度
の
適
否
に
つ
い
て
抜
本
的
に
見
直

す
必
要
が
あ
る
。

開
校
記
念
日
を
休
日
と
し
て
い
る
の
は
、
本
県
の
ほ
か

北
海
道
だ
け
で
あ
り
、
他
県
と
均
衡
を
失
し
て
い
る
状
況

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
開
校
記
念
日
を
学
校
職
員
の
休
日
と

し
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
、
県
議
会
平
成
２０
年
２
月
定
例

会
に
お
い
て
「
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
を
提
案
し
議
決
さ

れ
た
。
平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら
、
本
県
の
公
立
学
校
の
開
校

記
念
日
を
学
校
職
員
の
休
日
と
し
て
い
た
取
扱
い
は
廃
止

し
た
。
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病
院
局

平
成
１９
年
２
月
２７
日
（
第
１８５３

号
）

県
立
４
病
院
に
お
い
て
は
、
診
療
分
野
の
専
門
性
や
導
入

時
期
等
に
よ
り
別
個
の
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
お

り
、
そ
の
契
約
事
務
も
各
病
院
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
る
。
今

後
、
一
層
の
コ
ス
ト
削
減
を
図
る
た
め
に
は
、
シ
ス
テ
ム
の

維
持
管
理
業
務
に
係
る
委
託
の
内
容
や
金
額
に
つ
い
て
、
病

院
局
全
体
で
検
証
や
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
サ

ー
バ
の
連
携
や
シ
ス
テ
ム
管
理
要
員
の
削
減
等
、
効
率
的
な

維
持
管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
委
託
料
に
つ
い
て
は
、
経
営
管

理
課
が
窓
口
と
な
り
、
価
格
交
渉
を
行
い
２０
年
度
は
、
対

１６
年
度
比
３
割
弱
の
削
減
を
達
成
し
た
。
ま
た
、
サ
ー
バ

の
連
携
等
、
効
率
的
な
維
持
管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
外
部
専
門
家
か
ら
現
状
の
分
析
、
コ
ス
ト
削
減
等
に

向
け
た
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
に
つ
い
て
提
言
を
う
け
た
の

で
、
今
後
は
こ
の
提
言
を
参
考
に
、
効
率
的
な
維
持
管
理

を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

保
健
医
療
部

医
療
整
備
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

地
域
で
安
心
し
て
必
要
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、
医
師
及
び
看
護
師
の
確
保
が
極
め
て
重
要
で

あ
る
。
特
に
小
児
科
・
産
科
・
外
科
の
勤
務
医
に
つ
い
て
は
、
厳

し
い
労
働
環
境
等
に
よ
り
医
師
の
確
保
が
困
難
な
状
況
で
あ

る
。つ
い
て
は
、必
要
な
医
師
・
看
護
師
を
確
保
す
る
た
め
、

以
下
の
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

１
医
師
不
足
や
過
酷
な
勤
務
な
ど
に
よ
り
、
勤
務
医
の
労

働
条
件
が
悪
化
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

勤
務
医
の
勤
務
実
態
等
を
把
握
し
、
労
働
条
件
を
改
善

す
る
た
め
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

２
女
性
医
師
・
看
護
師
が
増
加
し
て
お
り
、
子
育
て
支
援

を
図
る
観
点
か
ら
、
病
院
内
保
育
事
業
へ
の
支
援
を
充
実

す
る
な
ど
、
実
効
あ
る
医
師
・
看
護
師
確
保
対
策
を
講
じ

る
こ
と
。

３
休
日
や
夜
間
に
お
け
る
子
ど
も
の
急
病
に
対
す
る
保
護

者
の
不
安
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
患
者
の
集
中
で
疲
弊

し
て
い
る
救
急
医
療
機
関
の
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
。

１
産
科
・
小
児
科
の
医
師
不
足
対
策
に
つ
い
て
、
埼
玉

県
医
療
対
策
協
議
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、

平
成
２０
年
度
に
お
い
て
医
師
確
保
対
策
を
充
実
強
化
す

る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
救
急
医
療
に
疲
弊
す
る
勤
務
医
師
の
実
態
を

把
握
す
る
た
め
、
各
種
調
査
結
果
を
分
析
し
た
。
そ
れ

を
踏
ま
え
、
今
後
さ
ら
に
詳
細
な
調
査
を
実
施
す
る
。

２
院
内
保
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
対
象
外
だ
っ

た
小
規
模
な
院
内
保
育
施
設
に
対
す
る
補
助
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

３
子
ど
も
の
急
病
時
の
保
護
者
等
の
不
安
を
軽
減
す
る

た
め
に
、
平
成
１９
年
６
月
か
ら
小
児
救
急
電
話
相
談
事

業
（
＃
８０００

）
を
実
施
し
た
。

相
談
実
績

平
成
１９
年
６
月
２０
日
～
平
成
２０
年
３
月
３１
日

延
べ
１２
，４９４
件
（
１
日
平
均
４３
．
５
件
）

保
健
医
療
部

教
育
局

薬
務
課

保
健
体
育
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

保
健
医
療
部
で
は
、
献
血
事
業
の
推
進
に
関
し
、
献
血
推

進
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
、
高
校
生
献
血
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
放

送
を
行
う
と
と
も
に
、
保
健
所
が
高
等
学
校
を
訪
問
し
協
力

を
依
頼
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

平
成
１８
年
度
に
お
け
る
校
内
献
血
結
果
に
よ
る
と
、
私
立

高
校
は
４７
校
中
３３
校
（
７０
％
）、
県
立
高
校
は
１５０
校
中
４７
校

（
３１
％
）
の
協
力
が
得
ら
れ
た
。

献
血
者
の
確
保
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
特
に
若
年
層
へ

の
働
き
か
け
は
、
献
血
思
想
の
普
及
啓
発
と
将
来
に
わ
た
る

献
血
者
の
確
保
の
た
め
に
特
に
重
要
で
あ
る
。
保
健
医
療
部

と
教
育
局
と
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
十
分
連
携
を
図
り
、
献

１
知
事
と
教
育
長
の
連
名
で
各
県
立
高
等
学
校
長
あ
て

に
高
校
生
献
血
の
推
進
等
の
協
力
に
つ
い
て
通
知
し

た
。

２
薬
務
課
、
保
健
体
育
課
、
日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支

部
、
埼
玉
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
の
４
者
で
定
期
的

な
「
血
液
事
業
打
ち
合
わ
せ
会
議
」
を
開
催
し
、
高
校

献
血
の
推
進
や
若
年
層
へ
の
啓
発
な
ど
に
つ
い
て
連
絡

調
整
を
図
っ
た
。

３
保
健
医
療
部
で
は
、
保
健
所
、
市
町
村
及
び
血
液
セ

－１０６－
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血
事
業
へ
の
協
力
体
制
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
。

ン
タ
ー
職
員
が
合
同
で
各
高
校
を
訪
問
し
、
高
校
献
血

の
協
力
を
求
め
た
。

４
教
育
局
で
は
各
県
立
高
等
学
校
に
対
し
具
体
的
な
校

内
献
血
の
実
施
計
画
を
求
め
た
。

こ
の
結
果
、
県
立
高
校
の
校
内
献
血
実
施
校
は
１８
年

度
の
４７
校
か
ら
１９
年
度
は
７８
校
と
増
加
し
た
。

今
後
と
も
保
健
医
療
部
・
教
育
局
と
が
十
分
に
連
携

し
、
献
血
の
普
及
啓
発
に
努
め
て
い
く
。

出
納
局

会
計
管
理
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

平
成
１６
年
度
に
審
査
課
が
廃
止
さ
れ
、
支
出
命
令
書
の
審

査
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
各
課
所
の
出
納
員

に
よ
る
審
査
が
重
要
に
な
っ
た
が
、
各
課
所
の
出
納
員
の
中

に
は
会
計
事
務
に
不
慣
れ
な
職
員
も
い
る
。

こ
の
た
め
、
出
納
局
に
お
い
て
は
、
県
庁
LAN

の
掲
示

板
を
活
用
し
て
、
会
計
実
地
検
査
の
不
適
正
事
例
の
紹
介

や
、
自
己
検
査
の
手
引
の
公
開
等
を
行
い
、
職
員
の
資
質
向

上
に
努
め
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
数
年
、
定
期
監
査
に
お
い
て
財
務
関
係
の

「
指
摘
」
等
の
件
数
が
増
え
て
い
る
こ
と
や
、
全
庁
的
に
み

る
と
同
じ
よ
う
な
ミ
ス
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

全
庁
的
な
会
計
事
務
処
理
能
力
の
改
善
に
向
け
、
抜
本
的
な

対
策
が
必
要
で
あ
る
。

平
成
２０
年
度
の
組
織
改
正
に
よ
り
会
計
管
理
課
か
ら
財

務
支
援
担
当
を
出
納
総
務
課
へ
移
管
し
、
財
務
検
査
及
び

相
談
・
研
修
担
当
に
再
編
し
た
。
財
務
制
度
、
財
務
検
査

担
当
及
び
相
談
・
研
修
の
各
担
当
が
連
携
・
補
完
す
る
こ

と
で
、
全
庁
的
な
支
援
体
制
を
構
築
し
、
全
庁
的
に
会
計

事
務
処
理
能
力
の
改
善
を
図
る
。

ま
た
、
取
組
み
全
体
を
職
員
ポ
ー
タ
ル
等
を
通
じ
て
、

さ
ら
に
分
か
り
や
す
く
会
計
実
地
検
査
の
内
容
が
周
知
で

き
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
と
し
た
。

１
会
議
・
研
修
の
開
催

２０
年
度
か
ら
、
よ
り
効
果
的
な
研
修
等
に
す
る
た

め
、
一
律
同
内
容
で
実
施
し
て
い
た
研
修
を
、
業
務
ご

と
に
該
当
職
員
が
必
要
な
内
容
を
単
日
で
学
べ
る
よ
う

対
象
別
研
修
に
変
更
し
て
実
施
す
る
。

・
財
務
研
修
の
実
施
（
５
～
６
月
実
施
）

�
一
般
職
員
対
象
（
収
入
・
支
出
）
研
修

�
技
術
職
員
対
象
（
契
約
・
補
助
金
）
研
修

技
術
職
員
の
要
望
に
応
え
、
保
証
金
の
取
扱
い
、

契
約
書
の
作
成
や
補
助
金
事
務
の
実
務
等
に
つ
い

て
、
財
務
規
則
に
基
づ
い
て
解
説
。

�
出
納
員
対
象
（
審
査
）
研
修

２
指
導
事
項
に
つ
い
て
も
結
果
通
知
を
実
施

会
計
実
地
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
１９
年
度
ま
で

は
、
注
意
事
項
に
つ
い
て
の
み
検
査
結
果
と
し
て
対
象

課
所
に
通
知
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
な
項
目
に
つ
い
て
毎
年

間
違
い
の
あ
る
課
所
が
多
い
こ
と
か
ら
、
２０
年
度
か
ら

は
、
指
導
事
項
に
つ
い
て
も
事
務
連
絡
で
通
知
す
る
こ

と
と
し
た
。
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３
随
時
検
査
の
新
規
展
開

会
計
実
地
検
査
に
つ
い
て
は
、
本
庁
各
課
と
大
規
模

地
域
機
関
に
つ
い
て
は
、
年
１
度
の
検
査
で
あ
る
が
、

そ
の
他
の
地
域
機
関
に
つ
い
て
は
隔
年
実
施
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
２０
年
度
か
ら
注
意
事
項
の
多
か
っ
た
地

域
機
関
に
つ
い
て
は
、
隔
年
実
施
の
中
間
時
期
に
随
時

検
査
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
年
１
度
の
検
査
体
制
に
変

更
す
る
こ
と
と
し
た
。

４
個
別
相
談
支
援
体
制
の
充
実

相
談
・
研
修
担
当
を
設
置
し
、
職
員
に
と
っ
て
相
談

窓
口
が
わ
か
り
や
す
い
体
制
と
し
た
。
ま
た
、
専
担
組

織
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
き
め
細
か
な
相
談
・
支

援
を
行
っ
て
い
く
体
制
と
し
た
。

５
「
自
己
検
査
の
手
引
き
」
の
検
証
・
見
直
し

課
所
長
の
職
務
実
態
（
繁
忙
さ
）
と
自
己
検
査
の
難

易
性
を
考
慮
の
上
、
財
務
事
務
の
種
別
に
応
じ
た
重
点

確
認
項
目
を
設
定
す
る
な
ど
「
自
己
検
査
の
手
引
き
」

に
つ
い
て
検
証
・
見
直
し
を
行
う
。

（
平
成
２０
年
４
月
１
日
組
織
改
正
出
納
総
務
課
）

教
育
局

財
務
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

教
育
局
で
は
、
平
成
１９
年
１
月
、
「
授
業
料
等
の
徴
収
及

び
債
権
管
理
事
務
の
手
引
き
」
を
作
成
し
、
新
た
に
納
入
誓

約
書
や
連
帯
保
証
人
と
い
っ
た
仕
組
み
を
取
り
入
れ
る
な

ど
、
近
年
増
加
す
る
授
業
料
等
の
長
期
滞
納
者
対
策
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
期
滞
納
者
に
対
し
て
校
長
が
と
り
う

る
処
置
が
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
に
従
っ
て
出
席
停
止
、
除
籍
の
処
置
が

と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
債
権
保
全
の
た
め
の
取
組
が
十
分
と
は

言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

長
期
滞
納
は
、
経
済
的
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
保
護
者
の

意
識
の
変
化
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
授
業
料
等
に
関
す

る
債
権
保
全
の
た
め
の
取
組
を
十
分
に
機
能
さ
せ
る
た
め
、

強
制
執
行
や
除
籍
処
分
な
ど
、
よ
り
強
制
力
を
伴
っ
た
措
置

を
学
校
現
場
が
行
え
る
よ
う
早
急
に
対
応
策
を
講
じ
る
必
要

が
あ
る
。

出
席
停
止
、
除
籍
等
の
「
処
置
の
基
準
」
に
つ
い
て
、

学
校
現
場
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

「
処
置
の
基
準
」
の
見
直
し
や
除
籍
処
分
の
是
非
等
に
つ

い
て
は
、
各
学
校
ご
と
に
極
め
て
多
様
な
意
見
が
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
。
そ
の
後
、
特
に
授
業
料
徴
収
困
難
校
か

ら「
実
効
性
の
あ
る
対
策
」を
求
め
る
強
い
声
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
実

際
に
授
業
料
徴
収
が
困
難
な
学
校
の
声
を
尊
重
し
、
「
特

に
悪
質
な
滞
納
者
」
へ
の
対
応
方
法
と
し
て
、
強
制
力
を

伴
っ
た
措
置
の
適
用
手
順
を
各
学
校
に
示
す
こ
と
と
し

た
。

教
育
局

財
務
課
（
高
校
改
革

推
進
室
長
）

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

定
時
制
課
程
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
事
情
の
み
な
ら
ず
、

不
登
校
を
は
じ
め
様
々
な
理
由
に
よ
る
入
学
者
が
増
加
傾
向

１
現
在
の
夜
間
定
時
制
課
程
に
お
い
て
は
、
従
来
型
の

働
き
な
が
ら
学
ぶ
生
徒
が
減
少
す
る
中
で
、
不
登
校
経
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高
校
教
育
指
導
課

県
立
学
校
人
事
課

保
健
体
育
課

に
あ
り
、
当
初
の
設
置
目
的
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い

る
。こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
の
処
置
を
講
ず
る
必
要

が
あ
る
。

１
昼
夜
開
講
の
定
時
制
独
立
校
や
学
び
直
し
を
コ
ン
セ
プ

ト
と
す
る
新
し
い
高
校
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

生
徒
の
多
様
な
学
ぶ
機
会
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
定
時

制
課
程
の
再
編
整
備
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

２
勤
労
青
少
年
を
対
象
と
す
る
教
科
書
給
与
や
夜
食
費
補

助
制
度
に
つ
い
て
は
、
全
日
制
課
程
の
生
徒
と
の
均
衡
を

失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
制
度
の
必
要
性
・
在
り
方
を

抜
本
的
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

３
全
日
制
課
程
の
高
校
と
定
時
制
課
程
の
高
校
、
特
に
全

日
制
・
定
時
制
を
併
せ
持
っ
た
高
校
に
あ
っ
て
は
、
課
程

間
の
連
携
強
化
、
人
材
の
活
用
を
図
る
た
め
、
全
日
制
高

校
教
員
と
定
時
制
高
校
教
員
の
授
業
等
の
兼
務
を
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
。

験
者
や
中
途
退
学
者
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
課

題
に
対
応
す
る
た
め
、
昼
夜
開
講
の
定
時
制
独
立
校
の

設
置
な
ど
、
定
時
制
課
程
の
再
編
整
備
を
推
進
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

２１
世
紀
い
き
い
き
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
推
進
計
画
に
基
づ

き
、
昼
夜
開
講
の
定
時
制
独
立
校
が
平
成
１７
年
４
月
に

１
校
、
平
成
２０
年
４
月
に
１
校
開
校
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
平
成
２２
年
４
月
に
１
校
が
開
校
す
る
予
定
で
あ

る
。
こ
の
結
果
、
９
校
の
夜
間
定
時
制
課
程
が
閉
課
程

と
な
る
。

今
後
も
、
生
徒
の
多
様
な
学
ぶ
機
会
を
確
保
す
る
た

め
、
地
元
市
町
村
や
学
校
関
係
者
な
ど
の
理
解
を
求
め

な
が
ら
、
定
時
制
課
程
の
再
編
整
備
を
進
め
て
い
く
。

２
平
成
２０
年
２
月
に
は
、
意
見
事
項
を
踏
ま
え
、
抜
本

的
な
制
度
の
見
直
し
を
行
う
た
め
、
検
討
委
員
会
を
設

置
し
、
定
時
制
・
通
信
制
課
程
に
お
け
る
支
援
の
在
り

方
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
し
た
。

３
全
日
制
・
定
時
制
を
併
せ
持
っ
た
高
校
に
お
い
て

は
、
各
学
校
の
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
兼
務
を
承
認
し

て
い
る
。
今
後
も
、
各
学
校
の
教
育
の
充
実
の
た
め
、

本
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
に
お
い
て
兼
務
の
承
認
を
行

い
、
推
進
を
図
っ
て
い
く
。

平
成
２０
年
度
当
初
人
事
異
動
に
お
い
て
は
、
全
体
で

２３
件
の
兼
務
の
承
認
の
う
ち
、
全
定
併
置
校
に
お
け
る

同
一
校
全
・
定
間
兼
務
の
承
認
を
５
件
行
っ
た
。

教
育
局

県
立
学
校
人
事
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

学
校
の
教
育
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
教
員
の
資
質
の
向

上
を
図
る
た
め
人
事
異
動
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
職
業
学

科
及
び
定
時
制
課
程
で
は
在
職
年
数
が
長
期
化
し
て
い
る
。

人
材
の
育
成
、
学
校
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
活
発
な
人
事

異
動
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
県
内
１
校
で
あ
る
盲
学
校
に
つ
い
て
は
、
広
域
的

な
人
事
交
流
を
行
う
よ
う
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
。

職
業
学
科
及
び
定
時
制
課
程
で
は
、
各
学
校
の
専
門

性
、
勤
務
条
件
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
よ
り
活
発
な
人
事

異
動
の
推
進
に
努
め
、
長
期
在
職
者
の
積
極
的
な
人
事
異

動
を
一
層
進
め
て
い
く
。

平
成
２０
年
度
当
初
人
事
異
動
に
お
い
て
は
、
高
等
学
校

教
諭
・
養
護
教
諭
全
体
で
８３７
件
の
人
事
異
動
を
行
い
、

同
一
校
１０
年
以
上
の
長
期
在
職
者
の
う
ち
約
３
割
の
人
事

異
動
を
行
っ
た
。

盲
学
校
に
お
け
る
広
域
的
な
人
事
交
流
に
つ
い
て
は
、

検
討
会
議
を
設
置
し
て
検
討
を
行
っ
た
が
、
実
施
に
向
け

て
は
、
派
遣
職
員
の
通
勤
や
転
居
に
伴
う
諸
問
題
、
交
流
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派
遣
の
継
続
性
な
ど
難
し
い
課
題
が
あ
り
、
解
決
に
向
け

て
長
期
間
を
要
す
る
。
引
き
続
き
努
力
し
て
い
く
が
、
当

面
は
研
究
指
定
に
よ
る
教
員
の
加
配
、
長
期
研
修
や
専
門

研
修
へ
の
積
極
的
な
教
員
派
遣
に
よ
り
盲
学
校
に
お
け
る

人
材
育
成
を
図
っ
て
い
く
。

教
育
局

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

携
帯
電
話
が
青
少
年
に
普
及
す
る
に
伴
い
、
便
利
さ
の
裏

側
で
犯
罪
や
い
じ
め
に
使
わ
れ
る
と
い
っ
た
「
負
の
側
面
」

も
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
た
め
、
県
立
高
校
生
徒
の
携
帯
電
話
使
用
に
つ
い
て

定
期
監
査
を
通
じ
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
課
題
が
認

め
ら
れ
た
。

１
実
態
調
査
等
に
よ
り
、
生
徒
の
携
帯
電
話
使
用
状
況
等

を
把
握
し
て
い
る
県
立
高
校
は
、
全
体
の
１
割
未
満
に
と

ど
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
の
学
校
が
実
態
を
把
握
し
て
い
な

い
。

２
携
帯
電
話
を
利
用
し
た
メ
ー
ル
や
ブ
ロ
グ
等
に
よ
る
、

い
じ
め
や
誹
謗
中
傷
等
の
問
題
行
動
は
、
４
割
近
い
学
校

で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

３
携
帯
電
話
使
用
に
係
る
危
険
認
識
や
指
導
方
針
は
、
学

校
に
よ
る
相
違
が
大
き
い
。

こ
の
よ
う
な
実
状
を
踏
ま
え
、
教
育
委
員
会
は
、
学
校
に

お
け
る
実
態
把
握
を
促
す
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
学
校
で
活

用
で
き
る
指
導
指
針
等
を
作
成
し
、
実
効
あ
る
生
徒
指
導
を

行
え
る
よ
う
支
援
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
指
導
指
針
等
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
機
能
に
関
す
る
社
会
的
動
向
や
生
徒
の
安
全
に
対
す

る
保
護
者
の
意
見
な
ど
に
留
意
さ
れ
た
い
。

教
育
局
に
お
い
て
は
、各
学
校
と
協
力
し
て
、改
め
て
、

携
帯
電
話
を
使
っ
た
ネ
ッ
ト
い
じ
め
や
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル

な
ど
詳
細
な
実
態
調
査
を
行
う
。

そ
の
上
で
、
保
護
者
や
電
気
通
信
事
業
者
な
ど
の
意
見

も
参
考
に
、
学
校
内
に
お
け
る
携
帯
電
話
の
使
用
の
あ
り

方
を
含
め
た
検
討
を
行
い
、
平
成
２０
年
度
中
に
教
員
用
の

対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
を
行
う
。

教
育
局

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

教
員
に
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
に
よ
り
、
夏
休
み
中
な

ど
に
校
長
の
承
認
を
得
て
勤
務
場
所
を
離
れ
て
研
修
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
研
修
は
、
勤
務
時
間
中
に
職
務
専
念
義
務
が
免
除
さ

れ
、
給
与
上
も
有
給
扱
い
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

適
切
な
運
用
を
図
る
よ
う
平
成
１９
年
２
月
２７
日
付
け
で
監
査

意
見
を
公
表
し
た
。
そ
の
後
、
教
育
局
に
お
い
て
、
内
容
と

職
務
の
関
連
性
や
研
修
後
の
教
育
活
動
へ
の
活
用
方
策
な
ど

に
つ
い
て
確
認
す
る
よ
う
、
県
立
学
校
長
に
対
し
て
繰
り
返

し
指
導
が
な
さ
れ
、
一
定
の
効
果
が
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

平
成
１９
年
２
月
１９
日
付
け
監
査
第
１０６０

号
「
監
査
の
結

果
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
」
を
受
け
、
教
育
総
務
部
長

名
で
監
査
結
果
に
つ
い
て
各
県
立
学
校
長
あ
て
通
知
し
、

適
正
な
事
務
執
行
に
つ
い
て
指
示
し
た
。

平
成
１９
年
度
の
校
長
会
議
等
に
お
い
て
、
研
修
の
承
認

に
あ
た
っ
て
は
、
内
容
と
職
務
の
関
連
性
や
研
修
後
の
教

育
活
動
へ
の
活
用
方
策
な
ど
に
つ
い
て
確
認
す
る
よ
う
繰

り
返
し
指
示
し
て
き
た
。

ま
た
、
１８
年
度
学
年
末
休
業
以
降
、
県
立
学
校
か
ら
研

修
承
認
願
及
び
報
告
書
の
写
し
の
提
出
を
求
め
、
内
容
等

を
確
認
し
た
上
で
、
必
要
に
応
じ
て
県
立
学
校
人
事
課
職
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し
か
し
な
が
ら
、
平
成
１９
年
度
夏
季
休
業
中
の
研
修
の
承

認
に
当
た
っ
て
、
承
認
の
根
拠
が
明
確
で
な
い
も
の
や
、
成

果
の
把
握
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
が

あ
っ
た
。
県
民
へ
の
説
明
責
任
を
十
分
に
果
た
す
た
め
に

も
、
よ
り
適
切
な
運
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
引
き
続
き
県
立
学

校
長
に
対
す
る
指
導
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

員
を
派
遣
し
て
校
長
か
ら
承
認
研
修
の
状
況
を
聴
取
す
る

と
と
も
に
実
態
に
応
じ
て
適
切
な
運
用
に
つ
い
て
指
示
し

て
い
る
。

今
後
と
も
、
継
続
的
に
承
認
研
修
の
実
態
を
把
握
し
、

県
民
へ
の
説
明
責
任
を
十
分
果
た
す
た
め
に
も
、
よ
り
適

切
な
運
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
引
き
続
き
県
立
学
校
長
に
対

し
て
指
導
し
て
い
く
こ
と
と
し
、
平
成
２０
年
４
月
１１
日
開

催
の
校
長
会
議
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て

指
示
を
徹
底
し
た
。
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